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平成１４年度第１回 宮城県行政評価委員会公共事業評価部会 議事録

日 時：平成１４年６月２０日（金） 午後１時３０分から午後４時３０分まで

場 所：宮城県行政庁舎 ４階 特別会議室

出席委員：森杉 壽芳 委員 田中 仁 委員 遠藤 勝彦 委員

岡田 秀二 委員 大泉 一貫 委員 長田 洋子 委員

加藤 徹 委員 高橋 千代恵委員 徳永 幸之 委員

沼倉 雅枝 委員

司 会 ただいまから平成１４年度第１回宮城県行政評価委員会公共事業評価部会を開催

させていただきます。

開会に当たりまして、前葉企画部長よりあいさつを申し上げます。

企 画 部 長 県の企画部長の前葉でございます。

本日はお忙しい中を、本年度第１回になります「宮城県行政評価委員会公共事業

評価部会」にご出席を賜りましてまことにありがとうございます。

本部会は、昨年４月に施行されたところの宮城県行政評価委員会条例に基づきま

して設置されておるところでございまして、皆様方には委員及び部会委員にご就任

をいただいておるところでございます。公共事業の評価に関しまして、大変なご尽

力をいただいておりますことにつきまして重ねて御礼を申し上げたいと思います。

この再評価につきましては、本県では平成１０年以降実施をしているところでご

ざいますけれども、昨年度は行政評価要綱に基づきまして初めて実施をしたところ

でございまして、１４事業をご審議いただき、ご答申をいただいたところでござい

ます。この行政評価要綱でございますけれども、こちらの部会でお願いしておりま

す公共事業の評価の関係以外に政策評価でありますとか、あるいは大規模事業評価

でありますとか、その他の評価制度とともに昨年度より評価制度の仕組みを定めた

ものでございます。その要綱をできますれば条例化していこうということで作業を

進めてまいりました。それとともに、行政評価委員会の方でご審議をいただいてお

りまして、その結果の答申をいただきました。それを受けまして、昨年１２月に行

政活動の評価に関する条例を策定いたしました。お手元の資料に入れておりますの

で、後ほど言及させていただきますが、これは全国一番乗りの条例でございます。

この４月から、この条例に基づきますところの行政評価といたしまして、評価を実

施しているところでございます。

また、この行政評価を実施するための県の方の体制整備といたしまして、本年４

月に企画部の中に行政評価室を新設してございます。志伯行政評価室長以下１０名

の体制で行政評価に取り組んでおるところでございます。

さて、この条例に基づく行政評価のシステムでございますけれども、公共事業の

再評価を含みますところの五つの個別評価で構成されております。そして、当行政

評価委員会への意見をお願い申し上げたり、あるいは評価の情報を途中段階で公表

していく、さらには県民の意見も聞く、そして県民満足度調査を実施する。あるい

はその結果を公表した上で、県議会にも報告していくというようなことによりまし

て、住民、議会、それから有識者の先生方で構成された委員会など、多様な主体の
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間で評価に関する情報を共有し、公開し、そして評価を実施していくと。いわばパ

ートナーシップ型の県民参加型の仕組みを持ったものということで、これが大きな

特徴でございます。

全国的にもおかげさまでかなり注目をされておりまして、各県から紹介が相次い

でおります。また、ジュリストなど、学術雑誌にも取り上げられておりまして、専

門家の間でもこの評価制度はかなり評価をされておるところでございます。

当部会の委員の皆様方には、県がみずから行う、公共事業再評価の妥当性につき

ましてご審議をいただくことになります。今年度部会でご審議いただくのは、道路

関係の２事業、それから街路が３事業、区画整理１事業、下水道１事業ということ

で、計７事業でございます。いずれも土木部所管の事業でございます。

後ほどご説明申し上げますところの評価基準に基づきまして、事業を継続すべき

かどうかという点についてご審議をいただく極めて重要な部会であるというふうに

承知をいたしております。数回にわたりご審議をいただき、答申をお願いすること

となりますが、ぜひとも忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上げまして

ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

司 会 本日は、森杉部会長を初め全員の先生方に出席いただいております。

行政評価委員会条例第６条第６項で準用する条例第４条第２項の規定による定足

数を満たしているということをご報告申し上げます。

それでは、宮城県の出席者を紹介させていただきます。

評価担当部局として出席しております前葉企画部長でございます。

千葉企画部次長でございます。

志伯行政評価室長でございます。

事業担当部局として出席しております久保土木部次長でございます。

橋本砂防水資源課長でございます。

佐藤道路建設課長でございます。

木村都市計画課長でございます。

岩淵下水道課長でございます。

曽根土木政策専門監でございます。

ここでお手元のマイクの使用方法についてご説明申し上げます。

発言の際は、まずマイクを立てまして、次に右下のマイクスイッチをＯＮにして

いただきまして、マイクのオレンジ色のランプが点灯しましてから、お話しをいた

だきたいと思います。発言が終わりましたら、マイクスイッチをＯＦＦにしていた

だきたいと思います。ご面倒をおかけしますけれども、よろしくお願いいたします。

それではこれより会議に入りたいと思います。森杉部会長、よろしくお願いいた

します。

森杉部会長 それでは早速ですが会議に入ります。

まずは審議資料をごらんください。知事から行政評価委員会へ諮問がなされてい

ます。この件に関しましては、行政評価委員会条例第６条第１項の規定及び行政評

価委員会運営規定第２条により、本部会において調査、審議を行うこととなってお

りますので、今回部会を開催することとなりました。

次は、議事録署名委員をご指名したいと思います。
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お二人にお願いいたします。今回は、遠藤委員と岡田委員の２人にお願いいたし

たいと思いますのでよろしくお願いします。

、 、 。 、次に 会議の公開についてですが 当会議は公開とします 傍聴に際しましては

本会場に表示しております宮城県行政評価委員会傍聴要綱に従うようお願いいたし

ます。

また、写真撮影、録画等につきましては、事務局職員の指示に従い、会議の妨げ

にならないようお願いいたします。

それでは、次第に従って会議を進めてまいります。

次第４、報告とあります。１番評価制度についてのご報告をお願いいたします。

行政評価室長 それでは、行政評価室長の志伯でございます。

新しく条例等による会議でございますので、公共事業の再評価制度の概要につい

てご説明をしたいと思います。資料１をお出しいただきたいと思います。右上の方

に参考資料１でございます。２枚つづりですが、簡単にご説明をいたします。

まず、この公共事業再評価制度の枠組みでございますが、基本的な考え、それか

ら目的対象事業というふうに括弧書きで書いております。あわせてご説明いたしま

す。

まず、県が行う公共事業のうち、進捗状況が順調でないもの、これらを県がみず

から評価を行って、それを判断する材料と、いわゆる判断するための重要な情報と

してプラン側に提供する。さらに、これらのものを反映状況とか、そういうものに

ついて公表することによって、説明責任と透明性の向上を図るものという基本的な

考えという形でまとめておりますが、目的に同じようなことがあります。この制度

については三つの柱でできております。一つは、公共事業を継続するかどうかにつ

いて、自己評価をして県みずからが判断する上で必要な情報の提供、いわゆる自己

。 、 、評価でございます ②については この評価の結果を適切に反映することによって

この公共事業の実施に当たっての効率性とか、質の向上を図る。これが反映という

ふうに言えると思います。そして③は、これらを随時公表することによって、説明

責任とか透明性の向上を図る。いわゆるアカウンタビリティーということ。この三

つの柱でできております。

３番の対象事業でございますが、これはこれまでやっておるものと全く同じでご

ざいます。一つは、事業着手後５年経過で未実施のもの。それから１０年経過で未

完了のもの。それから再評価実施後、５年経過、未実施もしくは未完了。それから

調査費、これはダム事業とか、高規格道路事業に限りますが、調査費の予算計上さ

れてから５年以内に着手しない公共事業。５番は、その他、今後の展開について判

断が必要とされる公共事業というふうな五つでございます。

次に、これの時期でございますが、いずれも次の年度、いわゆる評価する年度に

おける翌年度の予算を編成するまでの間。県といたしましては９月とか、そういう

ふうにやっていただきたいということでございます。

再評価の主体でございますが、県でございます。いわゆる自己評価をする。それ

で、県が行った再評価の適切性について当部会での再評価をしていただく。そして

また、県民意見聴取も行うというふうになっております。

再評価の基準でございますが、これは参考資料、別に条例とか規則をお渡しして

おりますが、後でお読みいただきたいと思いますが、規則の中で明確にしておりま
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す。これも前の要綱と変わりございません。一つは、事業の進捗状況が順調である

かどうか。順調でない場合には理由があるのかどうか。その理由は何か。それから

２番として、事業を取り巻く社会情勢等の変化に対応しているかどうか。それから

３番として、事業の実施とその代替案の比較検討をしている場合、その実施が妥当

であるかどうか。それから経費について検討した内容が適切かどうか。また、費用

と効果、いわゆる効果の比率が適正かどうかというふうなことについてご審議をい

ただきます。

（７）は、その方法でございますが、当面対象事業継続するかどうか、県の評価

に対して部会としてその評価をしていただくというふうになります。

（ ） 。 、 、８ でございます 再評価の結果の取り扱いでございますが 再評価の結果は

県がこの部会の審議結果とか、県民の意見を聞いた結果とか、これらを自己評価に

適切に反映させてこれを取りまとめ、評価書としてでき上がり、つくると。それを

公表し、また議会にも報告するということになります。

事業実施の継続とか見直し等の判断でございますが、これらの評価結果を踏まえ

ながら、社会経済情勢の状況なども加味して、最終的に事業の継続か見直しかの判

断を行うことになります。この結果については、公表されるし、また議会にも報告

するということになります。

次のページをごらんください。

これらについて、流れの形で図式化したものでございます。一番上の方が再評価

要件該当の有無についてありまして、そこできょう審議していただきますものでご

ざいますが、再評価の調書を県が作成いたします。これを、次の箱ですが、最終確

認されています。これは、６月１０日に政策会議において確認され、そしてそれが

諮問されたというふうになっております。

、 。右側の方に公表とありますが これらの再評価調書は公表されることになります

公表の時期は、この部会が終わった後、あす以降というふうに考えております。諮

問されたこの事項について、４回もしくはそれ以上になるかもわかりませんが、審

議をいただきまして、そして答申をいただくと。その間に、県民意見聴取を行いた

い。そしてそれも反映させていただくというふうになっております。そこで、そ

の答申を踏まえて、次の評価書の作成とありますが、評価書として作成されます。

ここでちょっとお話ししますが、先ほどお話ししました再評価調書、これは公表

されるということからすれば、これの訂正とかなにかというのはなくて、答申を踏

まえて再評価に反映されるというふうにご理解いただきたいと思います。この評価

書が、いわゆる県として確認されて公表もされるし、また議会にも報告される。

以上、簡単ですが、制度についてご説明をいたしました。

森杉部会長 ありがとうございました。

ただいまの件は、制度についてのご説明いただきました。

ご質問あるいはご意見はございますか。

〔 なし」の声あり〕「

森杉部会長 それでは次にまいります。

次の報告、その他となっております。県の方から平成１０年度に公共事業再評価

の審議対象となった筒砂子ダム事業についての報告事項があるということですの

で、説明をお願いいたします。
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土木部次長 それでは、過年度ご審議いただきました筒砂子ダム建設事業のその後の経過に

つきましてご報告させていただきます。

筒砂子ダムの建設事業は、平成１０年度に事業採択後、５年以上未着工という案

件といたしまして、公共事業評価監視委員会のご審議いただきまして、継続という

意見をいただいた事業でございます。その後、平成１２年度の第１回公共事業評価

監視委員会の審議の中におきまして、委員の方から、筒砂子ダム建設事業などの過

年度審議案件の近況を知りたいとの意見が出されましたため、同じ平成１２年度の

第２回公共事業評価監視委員会におきまして、筒砂子ダム建設事業を初めとした４

件の事業の状況について説明いたしましてご意見をいただいたところでございま

す。その際、県からは、筒砂子ダム建設事業につきましては他のダム計画との調整

に時間を要し、これまで遅れていたこと。また、今後は県の財政状況を考えると、

事業がさらに遅れる見込みであることをご説明申し上げました。

これを受けまして、委員会からは、事業の進捗が遅れている筒砂子ダム建設事業

については、公共事業を取り巻く近年の情勢を十分に踏まえた対応が期待されると

の意見として、意見書に取りまとめられたところでございます。

以後、県といたしましては、委員会からの意見を真摯に受け止めまして、今後の

対応方針を検討してきておりまして、国土交通省、農林水産省との協議を重ね、地

元関係市町村や地元の関係団体の方々にも説明を申し上げてきたところでございま

す。

そういった中で、財政状況が依然として厳しい中、県といたしましても確実な方

向性をもって関係者の方々に対応する必要があると判断いたしまして、知事はじめ

県の幹部で構成される政策会議を平成１４年５月１０日に開催いたしまして、筒砂

子ダム建設事業につきましては、事業を休止し、国庫補助を申請しないことを決定

したところでございます。

以上、経過につきましてご報告申し上げましたが、詳細につきましては担当課長

よりご説明申し上げます。

砂防水資源課長 砂防水資源課長の橋本でございます。

座ってご説明させていただきます。

お手元の「筒砂子ダム建設事業」の対応（報告）という資料をごらんいただきた

いと思います。ただいま久保次長からお話がありましたが、公共事業評価監視委員

会の審査意見というのが一番後ろの参考資料につづられてあるかと思いますが、平

成１０年度詳細審議を行った事業ということで、一番最初に筒砂子ダム建設事業と

いうのがございます。それから、その後ろ、１２年１１月９日の公共事業評価監視

、 、委員会における意見のまとめについてという中で 福田委員長の方から土木部長へ

過年度審議事項ということで１の（３）でございますが、事業の進捗がおくれてい

る筒砂子ダム建設事業については、公共事業を取り巻く近年の情勢を十分踏まえた

対応が期待されるという意見が出されまして、それ以降検討を進めてまいったとこ

ろでございます。

１枚目の資料に基づき説明をさせていただきます。

筒砂子ダムの状況でございますが、お手元の資料１、その１ページの次の資料に

なりますが、資料－１に鳴瀬川総合開発事業（筒砂子ダム）という資料がございま
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す。めくってもらいますと、１ページに流域図がございますが、筒砂子ダムは小野

田町の宇津野地内、鳴瀬川の左支川、筒砂子川に建設するダムでございまして、１

級河川鳴瀬川の洪水調節、既得取水の安定化や河川環境保全、かんがい用水の供給

を目的とする多目的ダムでございまして、治水上、利水上重要な役割を担うダムで

ございます。上流に、ごらんのとおり漆沢ダム、これは昭和５５年度にもう既に県

が補助事業として実施しまして完成をしております管理ダムとなってございます。

それから、鳴瀬川の支川、田川という支川がございます。ちょうど小野田大橋利水

基準点のところで合流してございますが、国直轄事業として田川第一ダム、第二ダ

ム、これが位置づけられていまして、現在、実施計画調査中でございます。

さらに、これは専ら利水のダムでございますが、農林水産省におきまして田川の

左支川、二ツ石川におきまして新規利水を確保するということで、二ツ石ダムを建

設中でございまして、これが平成１８年度に完成する予定となっております。これ

は国営かんがい排水事業によって実施されております。そういった状況の中で、治

水上、利水上、筒砂子ダムも役割を担っておりまして、そういうダムでございます。

このダムにつきましては お手元の資料－２がございますが 筒砂子ダム建設事、 、「

業」の経緯という資料がございます。昭和５４年度に県単事業で予備調査を開始し

て以来、５９年度に実施計画調査、平成元年度に建設事業の補助の採択を受けまし

て、これまで地質調査やダムの概略設計など基礎的な、基本的な調査を進めてまい

っております。

その間、関連するダム、ここにありますが、二ツ石ダム、それから田川ダム、こ

の事業あるいは国営のかんがい排水事業等々の計画調整に非常に時間を要しまし

て、利水計画が確定したのが平成９年度でございます。そういった状況で、用地も

工事もともに未着手の状況にあったことから、１０年度に公共事業の再評価監視委

員会にかけてご判断をいただいたというような状況になってございます。

それで、ダム事業の状況でございますが、現在、県の財政状況は非常に厳しいも

のがありますし、公共事業全般について厳しい抑制策をとらなければならない状況

にあります。ダム事業におきましても、効率的、効果的な事業執行に努めていると

ころでございますが、限られた予算の中で完成間近いダム、下にございますが、鳴

子町の上大沢ダム、これは１５年度に完成する予定でございます。それから花山村

の花山ダム、これは既に完成しておりますが、再開発ということで水道用水の確保

を図るために再開発を行っておりまして１６年度に完成する予定となっておりま

す。また、小田ダム、これは一迫町長崎川、迫川水系の治水と利水を担っているダ

、 、ムでございますが これは農林水産省のかんがい排水事業と共同施行ということで

県が治水参加をしまして実施しておりまして、これも１７年度に完成する予定でご

ざいます。

、 、 、こういう完成間近いダム それから既に工事中のダム これは歌津町の払川ダム

これにつきましては既に用地買収がほぼ終わっておりまして、付け替え道路の建設

に着工してございます。それから長沼ダム、これは昭和５０年度から建設に着手し

ておりましてはや２７年たってございます。非常に技術的にも難しいダムでござい

まして、軟弱地盤の中にダム本体を造るというような、非常に難しいダムでござい

まして、今後とも大きな予算を確保していく必要があるダムでございます。そうい

ったダム、さらには実施計画調査ということで、名取市の川内沢ダム、これは平成

６年９月２２日に増田川、樽水ダムの上流に１００年に１回以上の確率の豪雨が降
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りまして、激特事業などを採りまして増田川は整備されておりますが、その支川の

川内沢川、これにつきましては下流は仙台空港のそばを流れておりましたが、それ

を広浦、海に直接ショートカットする、そういった河川工事とそれから上流に川内

沢ダムという治水ダムをつくるという計画を立てておりまして、これはまだ河川整

備計画を策定するために調査中のダムでございます。こういったダムがございます

が、そういった中で完成間近い工事中のダムに重点的に予算を配分する必要がござ

いまして、筒砂子ダムにつきましては今後長期にわたり十分な予算を確保するのは

現時点では困難な状況にございます。

さらに、筒砂子ダムにつきましては、昭和５９年から１５年間基礎的な調査は既

、 、に済んでおりまして そういった補助レベルの調査は既に済んでおりますことから

この５月１０日に政策会議を開いて、３番目の県の方針を決定したところでござい

ます。その資料につきましては、資料－３、これは政策会議の共通確認事項でござ

いますが、筒砂子ダム建設事業については県としては「事業休止」とする。事業休

止の意味は 補助事業を中止し 県単独事業として継続し 条件が整った時期に補、「 、 、

助事業を再開する手続を進める」ことでございます。条件が整った時期といいます

のは、本県の財政状況により、ダム建設予算の確保が図られ、現在建設工事中のダ

ムの完成の見通しがついた時期ということでございます。

なお、県単事業として河川の流量観測、水質調査などを継続して実施していきた

いと考えてございます。

今後の対応でございますが、筒砂子ダム事業につきましては、昨年来、国土交通

省等国の関係機関との協議を進めてまいっております。それを踏まえましてダム地

権者、地元の治水・利水関係者に説明をしてきておりますが、今後とも県主催の説

明会を開催するなど、十分な協議を進めましてご理解を得てまいりたいと考えてお

ります。

また、ダム地権者の要望への対応、治水・利水上の課題解決を検討する体制とし

まして、庁内に既に筒砂子ダム課題解決検討プロジェクトチームを設置しまして検

討を進めてまいっておりまして、その結果を踏まえまして、地元に鳴瀬川流域利水

、 、調整協議会というものを設置していただきまして 課題解決に向かって検討を進め

補助事業が再開するまでの間に必要な対策を講じてまいりたい、このように考えて

ございます。

以上でございます。

森杉部会長 ありがとうございました。

筒砂子ダムにつきましての県の対応方針についてのご報告。なお、本部会との関

係につきましては、再審査をした結果、見直すのがいいのではないかというような

審査結果を行っているというご報告でありました。

審議の対象ではありませんが、ご報告ですが、ご質問、ご意見はございますか。

〔 なし」の声あり〕「

森杉部会長 よろしゅうございますか。

それではご報告をいただいたことについてはこれで終わります。

それでは５の議事に入ります。

１番、審議の進め方について行いますが、これは事務局の方からご説明をお願い

したいと思います。
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行政評価室長 それでは、進め方について、参考資料２がお手元にあると思いますが、それにつ

いてご説明したいと思います。

、 。 、きょうの審議の進め方でございますが ７項目ございます この７項目について

きょう４時ごろまでに概要の説明を項目ごとにさせていただきます。項目ごとにご

質問をいただき、いわゆるきょうの部会をいたします。そこで、この概要説明をい

たしますので、この議案についてそれぞれ資料が必要なものとか、質疑あるものと

か、そういうものをこの会においてご審議、もしくはご質問をいただきたい、その

ように考えております。

次に、第２回、３回、４回というふうな形でやりますが、２回目をやる前に次の

現地調査とありますが、第１回、２回と７月８日と１６日に分けまして、７月８日

は南方面、１６日は北の方面を視察していただきます。

第２回目は、この現場を見ていただいたものを踏まえて、７月３０日に、１番、

それから２番、それから７番、この３事業についてご審議をいただきます。

３回目は、残りの３番、４番、５番、６番についてご審議をいただく。４回以降

に取りまとめていただくというふうな順序でご審議を進めていただくというふうに

なろうかと思います。よろしくお願いいたします。

森杉部会長 ありがとうございました。

ご意見、ご質問はございますか。

〔 なし」の声あり〕「

森杉部会長 これもよろしゅうございますね。去年と同じパターンですので、それでは基本的

にこの方針でいきたいということでご承認いただいたものといたします。

それでは、次の（２）番ですが、諮問対象事業に係る公共事業再評価についての

審議を行いたいと思います。

７事業ありますので、今回は事業ごとに県からのご説明をいただきます。

では最初に、大正坂道路改良事業についてご説明をお願いいたします。

道路建設課長 道路建設課の佐藤でございます。座って説明をさせていただきます。

まず、ご説明をさせていただく前に、まことに申しわけございませんけれども、

事前にご配付させていただいております再評価調書と参考資料、費用便益算定条件

入力打ち合わせを事前にご配付させていただいておりますけれども、そのうちの参

考資料の方、一式、ちょっと印刷ミスがございまして、改めて配付させていただい

ておりますけれども、これとの差しかえをお願いしたいと思います。

それでは、主要県道丸森柴田線、大正坂道路改良事業についてご説明をさせてい

ただきます。

施行地名は、角田市大正坂地内でございまして、資料の５ページをごらんいただ

きたいと思いますけれども、位置図の赤で表示した箇所でございます。事業目的で

ございますが、当該区間は現況幅員が４メートルから５メートルと非常に狭く、大

型車のすれ違いができない。また、縦断勾配も急な上、日陰部が多くて、冬期には

凍結が多い。こういうことから車両及び歩行者等の通行に非常に危険な状況である

ということで、歩道を含めた道路幅員の拡幅等、縦断改良を目的としまして道路改

良を実施してございます。
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事業の内容でございますが、延長は１，４２０メートル、計画幅員でございます

が、道路幅員は６．５メートル、全幅員で１４メートルでございます。全体事業費

といたしましては９億円を予定してございます。これは県単独事業でございます。

事業の進捗状況でございますが、事業は平成５年にスタートしておりますが、用地

買収を開始しましたのが平成８年でございます。これは後でご説明をさせていただ

きますけれども、用地買収のもととなる国土調査、これを既に完了しておりました

が、現地に入りました結果、精度に非常に問題があるということで再度精査をし直

した結果によって３年ほどずれ込んだものでございます。

それから工事の着手年度が平成１０年度でございます。そして事業当初の完成予

定は平成１４年度を目標としておりましたけれども、一応今回平成１７年度に目標

を変更させていただくものでございます。当初の事業費は８億円、今回変更してお

りますのは１億円上がりまして９億円でございます。事業の進捗状況でございます

が、全体の進捗はおおむね５０％でございまして、用地買収につきましては平成１

０年度までにすべて完了しておりまして１００％でございます。工事の進捗につい

ては３分の１ほど済んでおりまして、一応本年度、図面の６ページ、様式－３の事

業概要図に示しております部分で、丸森側が５４０メートル、これにつきまして工

事を本年度完了いたしまして部分供用をしたいと考えております。

それで、全体事業費の変更の理由でございますが、当初想定した調査土質より砂

質系の土が出まして、のり勾配を緩くしなければならない等の理由から、調査費あ

るいは切り土工事、あるいはのり面保護対策工事に不測の費用を要しましたので、

１億円の増額となってございます。

続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。

先ほどもご説明させていただきましたけれども、一応用地買収に入る時点で国土

、 、調査の精度に問題がありましたことから これらの修正に時間がかかりましたので

用地買収に３カ年のおくれが出たことから、工事の着手も遅延したということでご

ざいまして、今後の見込みでございますが、平成１７年度の完成を目標に順調に推

移していくものと我々は想定してございます。

、 、事業をめぐる社会情勢の変化でございますが ここに記載してございますように

特に地元の情勢といたしましては当該路線は仙南圏域南部と国道４号線を結び、圏

域中心都市である大河原町、柴田町への連絡幹線路線でございまして、地元角田市

から交通安全の観点からも強く改良を要望されているところでございます。

それと、事業をめぐる各種計画、構想等でございますが、５ページをごらんいた

だきたいと思いますけれども、この中に緑で表示してございますが、大正坂工区と

ともに坂津田工区、これにつきましても同時に工事をしておりまして、これらによ

りまして未改良区間の整備を一体的に行っているところでございます。

続きまして代替案の可能性の検討でございますが、お手元に配付してございます

９ページにお示しの３ルートについて検討してございます。この中で、経済性、施

行性、安全性との総合的な検討の結果、現道案でありますＡルート、現在工事して

いますルートで採用されまして、現在に至っているところでございます。それと、

費用対効果分析でございますが、費用としましては１１億円ほど、社会費用便益と

しましては１９億円ほど、Ｂ／Ｃとしましては１．７５でございます。我々としま

しては今後とも継続させていただきたいということで考えてございます。

以上でこの路線の説明を終わらせていただきます。
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森杉部会長 ありがとうございました。

それでは、ご質問、ご意見、特に事前に調べておいていただきたい事項等がござ

いましたら。

田 中 委 員 まず、この案件だけということではなくて、ほかにも関連するんですけれども、

昨年度の検討の中で、いわゆる複数の案件である中で、それぞれのこういう審議の

優先といいますか、そういうのを検討するために、いわゆる少し重みづけをつけて

評価しましょうというお話があって、多分この中で米印とかついているのはその辺

のことなのかなと思うんですけれども、全体が今回のトータルの審議７件ですか、

その中でどんな感じになっているのかを、たしかこの辺に数字が出てくるようなシ

ステムになっていたと思うんですけれども、その辺がもしあるんであればちょっと

ご説明いただいた方がこの後の兼ね合いでわかりやすいのかなと思ったんですが。

事務局（櫻井）私の方からご説明をさせていただきます。

これにつきましては、昨年度重点評価基準ということで、客観的な評価基準でどう

いった点数になるかということの基準をお示ししました。今回、この場にお示しす

るかという判断もあったのですが、一度現場を見ていただいて、それで次はその現

場の状況をつかんでいただいて、２回目のときに、平成１０年度から再評価の制度

が始まったわけなのですが、それを織り込んだ形で、例えば昨年度評価をしていた

だいた案件もございますし、それも入れてみて、要は今回の７件の案件がどういう

形で入っているかということを、イメージをつかんでいただきながら見ていただけ

ればということで、今回はこちらに載せませんでした。

田 中 委 員 わかりました。その件は承知しました。

この最初の案件ですけれども、私自身もここを何度か使わせていただいて非常に

狭隘だなということは感じておるんですが、重要目的というところでお話があった

柴田から丸森までの距離にするとかなり長い部分であって、今回はある一部でやっ

て、その坂津田工区と一体化してやっているということは評価できると思うんです

が、これは路線としてはかなり長いですよね。そういう全体を整備しようという、

より広い視点で考えると、ここだけ見ても、もちろんここの評価というのはあり得

るとは思うんですが、全体がもうちょっと将来的にどんなふうになっているのか、

その辺がもしわかる資料等があれば、次回以降でも結構ですけれども、それをも

うちょっと見てみたいなという感想を持ちました。以上です。

森杉部会長 いいですね。

道路建設課長 それではご質問いただいたことを次回提示させていただきます。

森杉部会長 お願いします。

徳永先生。

徳 永 委 員 今の田中先生のと関連するんですが、これも前回にもお願いしていたかと思うん
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ですが、もう少し広域のネットワークでわかるような図面をつけていただきたいと

いうことで、特に説明分の中で柴田町とか、そういうところとの連携を考えている

わけですけれども、そういうのがこの図面だけではよくわからないわけですので、

広域のネットワークの中でどういう位置づけにあるのかというのを示していただき

たいのが１点と、それから代替案の可能性のところなんですが、これは事業の進捗

度合いにもよると思うんですが、この事業の場合はもう用地買収も終わっていると

いう中で、今回提示していただいたＡ、Ｂ、Ｃというルート案は検討可能なのかど

うかですね。可能でもないものをこに出されても困ってしまうということなんです

が、いかがでしょうか。

道路建設課長 ルート案につきましてはもう現実にやっていまして、これで現在やっているルー

トで進めさせていただければと思っております。確かにご指摘のとおりでございま

す。

森杉部会長 広域の交通網に関しては次回で結構ですのでお願いいたします。

ほかにどうぞ。

遠 藤 委 員 すみません。土木はちょっと素人ですので、笑われる質問かと思うんですけれど

、 、 ． 、も 事業の概要の方の１ページ目ですけれども 計画幅員ということで幅が６ ５

全幅員で１４メートルということでご説明いただいたんですけれども、これは事業

の採択年度が平成５年度としますと、バブル絶頂期のころの計画だと思います。そ

れで、全国的に国や地方自治で財政状況が厳しい中ということで、この道路の幅員

に関しての議論というのはなされていないんでしょうか、その辺をちょっとお聞き

させていただきたいと思います。

例えば、設計段階で両側歩道という形を、片側歩道に差しかえれば予算的にも少

しは浮くんでないかなという、そういう思いがしたもので、その辺をお聞きさせて

いただきたいと思います。

森杉部会長 お願いします。

道路建設課長 確かにご指摘のとおりでございまして、いろいろなお考えがございますけれども

、こういう事業の趨勢を踏まえまして、宮城県といたしましても今後着手するもの

から一応我々は今ローカルスタンダードという地域の実情に合った形で、例えば今

ご指摘いただきました歩道等も本当に必要なのか、あるいは片側でいいのか、両側

なのか、そういうところをある程度基本的な考え方を本年度中に作成して、今後事

業に反映してまいりたいというように考えております。

遠 藤 委 員 とりあえず現時点では、両側につくられるという形でのお話なんでしょうか。次

の志津川登米線にも関連はしていると思うんですけれども。

道路建設課長 今、我々が考えておりますのは、この箇所につきましてはすべて条件が整ってお

りますので、こういう形で整備をさせていただきたいという考えを持っております。
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森杉部会長 確かに、おっしゃるように一つの議論があるところですね。しかし、用地買収を

してあるから何もしないというのももったいなという感じがしますね。せっかくこ

こまで来た以上は。ぜいたくだなという感じもしないわけではないんですが、いろ

いろと反省せねばならない事項もあろうかと思いますが、そういうことかなと、で

すよね、恐らく。

ほかにどうぞ。

岡 田 委 員 地域からの要望ですとか、あるいは地元の意見という項目の中で、いつもそうな

んですが、大体町村を代表するような意見がここに記載されるんですが、この路線

にかかわるような住民の方々の意見というんでしょうか、こういうつくり方ではち

ょっと不安があるとか、せっかくお金をかけるんであればこういう形にしてほしい

んだというような、あるいは環境的に言ってもちょっとこの側溝はもう少し縮めて

ほしいとか、いろいろな具体的な周辺住民の要望というのが私はあるように思って

おりまして、このあたりの意見を何らかの方法で聞いてもらえないんだろうかとい

うことを強く感ずるんですけれども。

道路建設課長 今のご指摘でございますけれども、基本的には今までは確かに我々も機械的に決

、 。めて 地元にご理解をいただいて事業を進めているというのが実態でございました

今、委員ご指摘のとおりでございますので、我々としてはこれからスタートするも

のは、やっぱりルートから含めてできるだけ地元とよくお話し合いをしてやってい

くということで、今年度も具体的にはこれからのスタートになりますけれども、一

事務所でそういうケースで事業を進めていった場合、どういう問題が出てくるか、

そういうことも含めて試行した上で、できるだけ地元の理解をいただくような形で

事業を進めてまいりたいというように考えております。

岡 田 委 員 再評価の時点では難しいんですか。

道路建設課長 ここにつきましては、既にすべての条件が整っておりますので、できればこうい

う形で進めさせていただきたいというふうに考えております。

森杉部会長 今の岡田先生のおっしゃることですけれども、これはここの事項、この事業だけ

に関係することだけでなくて、いろいろ絡むんですね。いろいろなことがあります

から、この審議をした段階でいろいろな提言事項を最後にまとめますね。また今年

の最後の段階で。その段階で一種のＰＩの形として、ここで県民の意見はもちろん

聞くわけですね。ここでこういうふうに公表しながら、あるいは審査の段階で県民

。 、 、の意見も聞きますね その中に 特に地元の方々の意見というものも注目していく

あるいはそれとは別途に事務所の方で何らかの形での一種のＰＩを再評価の段階で

やっていただくというようなことは、重要な検討課題だと思いますので、ぜひ一つ

の今年度の提言事項として取り上げておきたいと思いますので、事務局の方、お願

いいたします。

事務局（曽根）事務局の方から。昨年度の、１３年度の一番最後の時にもこういう話題がござ

いまして、沼倉委員からも言われまして、住民の方々の生の意見というのがどうい
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う反映をされるかという仕組みも、今後この委員会の中で考えていきたいというこ

とでありました。我々もそれについては今後、委員会のご意見を受けながら対応を

考えさせていただきたいと思います。

田中委員 次いでの話になりますけれども、私は去年ちょっとご発言させていただいたのは

、橋の関係、例えば河川とか海岸では、河川法、海岸法がかかって、その法律の中

で地元の意見を取り入れてという法体系ができてますが、ほかの事業についてはか

ならずしも法体系の中でということではないと思うんですけれども、やはり同じよ

うな形で意見を取り込んでということは大事だろうということを発言させていただ

いたと思います。以上です。

森杉部会長 ぜひこれは、これはひとつ少し具体化して、提言していくようにしましょう。

事務局（曽根）この辺については、委員の方々からも具体的なご意見をいただきながら、私たち

もそれを具体化していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

森杉部会長 この件はこういうことにしたいと思いますが、この件というのは道路改良事業で

すけれども、よろしゅうございますね。

以上で第１番目の道路改良事業についての質疑を終わります。

それでは、次の事業についてのご説明をお願いいたします。

道路建設課長 それでは、一般県道志津川登米線、下保呂毛道路改良事業につきましてご説明を

させていただきます。

施工地名でございますが、本吉郡志津川町下保呂毛地内でございまして、５ペー

ジの地図の赤で表示している箇所でございます。事業目的でございますが、一般県

道志津川登米線は志津川町の国道４５号を分岐といたしまして、羽沢峠を経て、登

。 、米町の一般県道東和登米線に至る延長約２１キロの道路でございます 当該区間は

水尻川に並行して走ります幅員が３メートルから５メートルの非常に狭隘で屈曲し

た未改良道路でございまして、８ページから９ページの施工状況写真等をちょっと

つけさせていただいておりますけれども、普通車のすれ違いにも支障を来しており

まして、また歩行者や自転車の通行に非常に危険な状況でございます。このため、

歩道を含めた道路幅員改良と線形改良を目的とした道路改良事業を実施してござい

ます。

事業の内容でございますが、延長は１，４００メートル、計画幅員は道路幅員で

６メートル、全幅員で１４メートルでございます。全体事業費は１４億３，４００

。 。 、万円でございます すべて県単独事業でございます 事業採択年次でございますが

平成５年度でございまして、用地買収の着手年度は平成６年度でございまして、工

事が着手されましたのは平成８年でございます。当初の完成予定年度は、目標は１

４年度でございましたが、一応平成１６年度完成を目標に事業を進めてまいりたい

と思ってございます。

当初の事業費でございますが、１３億４，０００万円でございましたが、事業費

は約１億円上がりまして１４億３，０００万円となってございます。全体の進捗率

でございますが７２％、そのうち用地買収の進捗率は８８％でございまして、一応
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これにつきましては平成１４年度、今年度で用地買収は１００％なるものと我々は

思っております。工事の進捗でございますが、６５％ほどになってございます。

それで、整備の効果の発現状況でございますが、既に平成１１年度までに、６ペ

ージの様式－３の概要図をごらんいただきたいと思いますけれども、一部水尻川と

並行した区間、約５００メートルの区間につきましては一部暫定供用をしてござい

ます。

２ページをお開きいただきたいと思います。

、 、全体事業費の変更の理由でございますが この事業で橋梁工が２橋ございますが

この基礎の変更、杭基礎になりましたので、このために約１億円の増額になったと

いうことでございます。

それと事業のおくれでございますが、これにつきましては地元の方のご協力をい

ただけるのに不測の時間を要したと。これにつきましては、反対ということではな

くて、移転する代替地がちょっとお互いに調整するのに時間がかかりましたので、

工事の着手に約２年おくれたことから、一応今おくれておるものでございまして、

一応平成１４年度には、先ほどもご説明させていただきましたが、１件の用地買収

も完了いたしますので、平成１６年度には我々は完了するものと思っております。

事業をめぐる社会情勢の変化でございますが、先ほども現況の中でご説明させて

いただきましたけれども、地区児童の志津川小中学校への唯一の指定された通学路

になってございます。そういうことで、地元の志津川町からも交通安全の観点から

も強く改良を要望されております。

代替案の可能性でございますが、これにつきましても一応２案について検討させ

ていただいておりますが、今採用している現道案で事業を進めさせていただいてお

ります。案につきましては、可能性ということでございますが、先ほどご指摘いた

だきましたように、これのＡルート案で実施をさせていただければと思っておりま

す。

続きまして、３ページの費用対効果の分析でございますが、費用が１７億２，０

００万円ほど、社会費用便益につきましては１８億１，０００万円ほど、Ｂ／Ｃで

ございますが、１．０５でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

森杉部会長 ありがとうございました。

ご質問、ご意見をお願いします。

加藤委員 ２番目の道路改良事業と１番目の道路改良事業では、採択年度も同じですし、そ

れから道路延長も幅員もほぼ同じなんですね。用地買収費を除けば、それでいて今

回の下保呂毛道路改良ですか、こちらの方が工事費分で約３億円ぐらい高くなって

いるわけですね。

これは、一つは切り盛り土工の差かなという感じでいるんですが、ただ写真を見

せてもらうと極端な切り盛り土工は出ていないんですね。そうすると、２カ所、先

ほど出てきました橋梁工事の分で少し高くなっていくのかという感じがするんです

が、その場合に総事業費が１０何億円と出ているんですけれども、これの各工種の

道路改良部分、橋梁工事分のそういう事業費みたいのがわかるような、この地区だ

けではなくて、そういうものがひとつ欲しいような感じがするんですが。
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それと、この地区につきましては、ちょっと気になったのは、事業をめぐる社会

情勢の変化のところで、生態系、景観への影響ということで、前の地区の場合は切

り土面に積極的に緑化工を施すということで配慮する。ところが、ここは現道を最

大限に利用した計画により生態系、景観にもほとんど影響はないという……。何か

余りにも消極的というか、かえって工事に手をつけない方がいいみたいな表現にな

っているので、何か表現の方法というのはもう少しないのかなという感じがするん

ですが。以上です。

道路建設課長 それではご説明させていただきます。

まず、工事費の中身につきましては再度検討させていただきます。

それで、費用がちょっと高くなっているという委員のご指摘でございますが、普

通の道路改良工事、橋梁もありますから、多少はふえますけれども、そのほかに６

ページをちょっとごらんいただきたいと思います。

標準断面図というのが下にございますけれども、この部分でこの箇所につきまし

ては特に水尻川と並行して走るものですから、道路を守るために護岸工事を並行し

てやっております。これは１４億円の中に含まれておりますので、この部分でほか

の道路より高くなっているというのが実情でございます。

それと、生態系への配慮でございますが、こういう川等田んぼに囲まれているん

ですが、表現としてはご指摘のとおりちょっと、余りにも素っ気ないという表現に

なっているかもしれませんけれども、こういう形で基本的には大きく影響ないとい

うことで書かせていただいていますけれども、表現については今後検討させていた

だきます。

森杉部会長 ほかにどうぞ。

沼 倉 委 員 Ｂ／Ｃの結果なんですけれども、１．０５と、ほぼ１に近いわけですね。という

ことは、工事をしてもその効果というのは、費用をそんなに上回るものではないと

いうことがあるようにも思うんですが、それを押しても公共事業をやった方がいい

という強い理由というのを、もし今わかれば、地元の意見等があればお聞きしたい

と思うんですが、そこで便益で、地元の意見では小学生の歩行者便益の方だと思う

んですけど、数字的には走行時間短縮便益の方が大きいんですね。この地区でどれ

だけ走行時間が減ることの便益というのが、これは算出方法が決まってますから出

てくるんですけれども、やはりこの１．０５というのを押しても進めるには、何ら

かのこれを推し進めるという部分を再確認したいなということです。

道路建設課長 それではお答えさせていただきます。

確かに委員ご指摘のお考えもおありと思いますけれども、我々としましては既に

一応用地もご協力いただいて、ある程度の完成がなっているということで、こうい

う形でＢ／Ｃも１を超えているので継続させていただきたいということで考えてご

ざいます。

確かに、先ほどの道路改良工事でもご指摘いただきましたけれども、両側歩道と

か、そういうことで我々の反省材料としましては、Ｃの方、やっぱりこういう地区

ではもう少し下げるとか、そういう工夫が必要だろうという反省に立ちまして、本
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当に両側の歩道が必要なのかどうか、そういうところを踏まえれば、Ｂ／Ｃももっ

とはね上がって効果がはっきり出てくるということで、今後、地元ともよくお話し

合いしながら、地域の実情に合った道路の整備について考えてまいりたいと思って

おります。

森杉部会長 徳永先生。

徳 永 委 員 ちょっと今のに関連するんですが、歩行者便益が出されているんですが、これは

世帯当たりで出されていますけれども、果たして本当にそれでいいのかなという、

いわゆる交通センサスとかで歩行者をはかっていないので、データがないと言われ

ればそうかもしれないんですが、そういう意味で通学等の観点を重視しているんで

あれば、そういうデータも本来は載せないといけないのではないかなという気がち

ょっといたしております。

あと、それに関連してなんですが、若干交通量の設定とか、速度の設定とか、こ

れはある程度算定根拠みたいのは出していただけるものなんですか。

道路建設課長 それにつきましては次回提出をさせていただきたいと思います。

森杉部会長 ほかにどうぞ。いいですか。

この道路の場合はちょうど二つ並んでいますから比較しやすいですね。簡単に言

えば、第１番目の交通量２，５００台ぐらいあるんですね。こうなると、通常の自

動車が走る道路として一定程度の機能を持っているという、こういう感じですね。

ところが、２番目の道路になりますと、これは見てわかりますように、交通量も６

００台とか７００台というオーダーですね。いわゆる生活道路といいますか、村で

すか町かよくわかりませんけれども、いわゆる生活道路そのものですね。これは簡

単に言えば交通量ではかれるものではないですよね。本来ならば、とにかく一定程

度の安全な歩ける道路であると、こういうふうなものだろうと思います。そういう

意味において、現在のマニュアルの原単位とか、計測の仕方がこういう道路をはか

るようになっていないと僕は思うんです。

だから、僕の感じではこれが多分費用便益が０．８であっても、やっぱりこれは

確かに歩道の部分はぜいたくかもしれませんけれども、やっぱり必要かなという感

じがするように思うんです。それをマニュアルを今からつくっていく必要があるん

ですが、そういうデータとしてとか、そういう見方をやっぱり明示的にここに書い

ておくべきではないかと思うんですよ。数字そのものが絶対視すべてものではない

と、私自身がこういうことの専門なんですが、そう思うんです。そういうことで、

本当に必要な道路でないですか、直観的に見て。そういうふうな観点を明示的にこ

の評価の中に入れておくことによって、その役割がよくわかるんじゃないかと、こ

んなふうに思うんですけれども。

はい、お願いします。

遠藤委員 沼倉委員が地元のご意見ということで、私自身志津川町ですので今部会長先生の

方からありがたいお話をちょうだいしたんですけれども、それに加味させていただ

きたいとおもいます。
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本当に我田引水の印象を免れないかと思うんですけれども、先ほど事務局さんの

方からも河川改修もされているということで、護岸工事もされているという伏線も

ございます。そして皆さんの５ページの地図で緑の破線と赤い線の中間点にお寺の

マークがあるんですけれども、これは古いお寺さんで１万４，０００人の人口です

けれども、１，２００～１，３００の檀家を抱えたお寺でして、法事なんかを入れ

ますと、日々大型バスやマイクロバス等々がこの辺を出入りしております。委員長

さんがおっしゃるように生活道路でもあるんですけれども、そういう側面もあると

いうことで、地元の意見ということでお聞きいただければと思います。

沼 倉 委 員 貴重なご意見をいただいて、結構数字は載っているんですけれども、ぜひそのよ

うな実態のわかるご審議をきょうはお願いしたいと思います。確かに、これは数字

は数字なんで、やはりその理由の明示、一応我々も審議としてこの数字が出ている

上で意見を言わなければいけないものですから、なるべくそれをご配慮の上、資料

の方をよろしくお願いしたいと思います。

徳 永 委 員 先ほど代替案は要らないんじゃないかというような話をしたんですが、逆に今の

話を聞いてきますと、例えば用地幅はもうあるからそのままでいいというような感

じなんですが、実は例えばここの区間ですと旧道とかなり並行している路線があり

ますので、旧道とこことのダブルで考えるともうちょっと違う使い道があるんでは

ないかと。例えば歩行者は旧道の方を歩いてもらって、こちらの歩道は自転車専用

にしてしまうとか、それからあるいは先ほどのもう一つ前のものにしても、両側に

本当に歩道が必要なのかといったときに、例えばそれを片側に全部寄せて自動車道

とそれから歩道でダブルで整備するということだってできると思うんですね。そう

いう方が地域の人にとって非常に快適な道路空間になるんであれば、そういう代替

案こそこの時期に考えてもいいのではないかなというふうに思ったところです。こ

、 、こですぐにということではないですけれども 今後のいろいろ出てくる事業の中で

もしそういうことがあればぜひ考えていただきたいなというふうに思っています。

道路建設課長 委員のご指摘を十分我々も今後考えてまいりたいと思います。

森杉部会長 ぜひこの件も、今のようなご提案は可能かどうかとか、どんなものかなという検

討を次回までにしていただくと、今後の非常に重要な参考資料になりますね。そう

いう観点でひとつ検討をお願いしたいと思います。

ほかに。よろしゅうございますか。

それでは、第３番目の案件についてご説明いただきます。お願いいたします。

、 、 、どうでしょう 時間の節約の関係上 今からの三つは全部街路事業でありまして

三つ一遍にご説明いただいて、いろいろなご質問を三つまとめていただくという形

でいかがですか。よろしゅうございますか。

それでは三つまとめてご説明ください。

都市計画課長 それでは、都市計画課でございます。よろしくお願いをいたします。

１番目、都市計画道路玉川岩切線の道路改築事業でございます。これは、県道泉

塩釜線、６ページの図面をごらんください。都市計画道路名が玉川岩切線でござい
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ます。県道名が泉塩釜線、施工地が多賀城市の浮島地内でございます。事業の目的

といたしましては、塩竈・多賀城市から三陸自動車道の多賀城インターチェンジを

経由いたしまして泉中央に至る重要路線でございます。これは、泉の運転免許セン

ターの前を経まして、泉区役所の前に行く道路でございます。多賀城インターチェ

ンジにつきましては既に用地買収が終わっておると聞いております。これは道路公

団さん、あるいは直轄さんの方、国土交通省さんの方で整備するわけでございます

が、そちらの多賀城インターチェンジにつきましては用地買収が終わっているとい

うことで聞いております。

、 、 、また インターチェンジより西側の道路につきましては 平成１９年度を目標に

これは道路局さん、道路建設課さんの方で整備が進められておるところでございま

す。

都市計画道路玉川岩切線の道路改築区間は、インターチェンジから東側の区間で

ございまして、インターチェンジへのアクセス道路として、あるいは塩竈市・多賀

城市・仙台市を結節するための道路としての整備が望まれているところでございま

す。

図面で表示されておりませんが、東１，１３０メートルと書いてありますところ

の終点の、下側、南側の方に仙石線の国府多賀城駅がございます。事業の内容とい

たしましては、多賀城市の市川犬伏から多賀城市浮島宮前、延長で１，１３０メー

トル、都市計画決定幅員が２５ページでございます。用地のみ２５メートルで取得

いたしまして、２車線、１３メートルで築造をしておるところでございます。費用

負担は、単独事業でございますので、県が９割、多賀城市さんが１割でございます。

事業採択年度は平成４年でございまして、同じ年度から用地買収に着手いたして

おるところでございます。工事は、平成７年度から着手をいたしました。当初完成

予定年次が平成１３年でしたが、１３年度に見直しまして、変更の完成予定年度は

平成２０年ということでございます。当初の全体事業費が２８億円、うち用地費が

１４億８，０００万円でした。それを見直しまして、変更が３０億円の事業費、う

， 。 、 ，ち用地費が１５億２ ０００万円 昨年度 平成１３年度までの事業費が１８億１

０００万円でございまして、残事業費が１１億円９，０００万円でございます。全

体の進捗率が６０．３％、用地買収の進捗率が８４．９％、工事の進捗率が７．７

％でございます。用地につきましては、まだ３名の地権者が未買収で残っていると

ころでございます。

次のページをお開きください。

現在、用地買収の済んだ区間につきましては、載荷盛り土を現在、段階施工中で

ございます。載荷盛り土は、道路をつくるために土を盛ったときにその重さで地盤

沈下いたしますので、あらかじめ計画高以上に土を盛りまして、将来予想される沈

下を供用開始前に促進させて沈下させておくという方法でございます。

全体事業費の見直しによる事業費増についてでございますが、地価の上昇による

， 、 、 、用地補償費の増加が４ ０００万円 なお先ほど申しましたとおり 国府多賀城駅

つまり多賀城の史跡がございまして、文化財調査による測量試験費の増が２，００

０万円、それから地盤改良工事の必要が生じたための工事費増が１億４，０００万

円でございます。

当初計画で予定しておりました完了年次からのおくれの要因でございますが、用

地の代替地の調整や遺産相続の権利調整、移転方法や補償内容につきまして、地権
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者との合意形成に時間を要したために工事着手がおくれ、当初予定していた事業期

間では完了が困難となったものでございます。

また、道路が特別史跡多賀城に入る計画となっておりますことから、用地買収後

に全線にわたりまして文化財調査を行う必要がありました。今後、未買収地につき

ましても用地ご協力いただきました段階で、工事着手前に文化財調査が必要となっ

てまいります。

今後の事業の進捗見込みでございますが、一部の土地におきまして税制上の問題

から平成１６年度に買収を予定している箇所がございますが、その他の土地につき

ましては、今年度中の解決を目指しておるところでございます。

先ほど申しましたとおり、特別史跡多賀城跡の区域内でございますので、発掘調

査を行っておりまして、調査結果にもよりますが、今のところはこの発掘調査で事

業進捗に大きな問題はないと考えているところでございます。

それから、事業の需要等の変化でございますが、国体に関連いたしまして三陸縦

貫自動車道の多賀城インターチェンジへのアクセス道路として、平成１３年度の開

通を目指してきたものでございますが、多賀城インターチェンジにつきましても本

事業の完了のころには完成が予定されておりまして、アクセス道路として機能を果

たすものと考えております。

また、当該路線の交通量は平成９年から１１年の２年間で１０％程度も伸びてい

ること。また、多賀城インターチェンジより仙台側につきましては、先ほどもお話

をいたしましたが、平成１９年度までに改築が終わることから、この当該路線の整

備の必要性はさらに増したものと、このように考えております。

それから、生態系、景観への影響でございますが、歩道部につきましては、近接

しております多賀城中央公園の園路としての機能もあわせ持っていることから、歩

道部には平板ブロックを使用いたしまして、景観に配慮いたしておるところでござ

います。

また、この泉塩釜線の交通量は先ほどお話し申し上げましたとおり伸びておりま

すので、交通渋滞緩和のためにも早期の完成が望まれておるところでございます。

事業をめぐる各種計画、構想等ですが、１３年６月にＪＲの東北本線国府多賀城

駅が開業しておるところでございます。また、三陸縦貫自動車道はこの区間は供用

開始されておりますが、多賀城インターチェンジがいずれ完成する予定でございま

す。インターチェンジより西側につきましては、先ほど述べましたとおり１９年度

完成を目指しまして整備が進められておるところでございます。

代替案の可能性の検討でございますが、特別史跡多賀城跡の区域内を通過する路

線でございまして、教育庁との協議の上で線形を決定いたしておりますし、また都

市計画道路ということから、何回か変更はいたしておりますが、昭和４１年３月に

宮城県の都市計画審議会におきまして、このルート及び道路の幅員は都市計画決定

がなされ、告示されておるところでございます。

本路線は、道路のネットワーク上、４車線という形で都市計画決定されておりま

すが、現在の交通量を勘案した場合、当面１万２，０００台程度の交通量というこ

とから、先ほども申しましたとおり、暫定的に２車線で施工する計画といたしてお

ります。用地につきましては、完成形の４車分で用地買収をしております。

コスト縮減につきましては、セメント等による地盤改良を行わずに、載荷盛り土

を採用することによりまして、２，０００万円ほどの工事費の縮減をいたしておる
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ところでございますし、また路盤材及び舗装材につきましても再生材を使いまして

コストの縮減を図っているところでございます。

次に、費用対効果の分析、Ｂ／Ｃでございますが、４ページをお開きください。

現況が１万６６２台、計画では１万２，７７６台ということでございまして、道路

の延長は図面にも記載してありますとおり、現道が６ページの図面の赤く着色して

おります北側に細くブルーでかいてあるのが現道でございまして、新しく道路をつ

くるわけでございます。延長的には、現在の延長とほぼ変わらず１．１キロでござ

います。

また、道路事業費の費用でございますが、改築費が３０億円、維持修理費が約１

億４，０００万円、合計で３１億４，０００万円ということでございまして、便益

額が走行時間短縮効果及び走行費用短縮、それから交通事故減少、合計で２３５億

２，３７０万円ということでございますので、Ｂ／Ｃでいきますと２．５９という

ことになっております。

事業のスケジュールにつきましては、ここに記載のとおり平成２０年完了の予定

で、現在整備を進めておるところでございます。

平面図、６ページの次の７ページをごらんいただきたいと思います。先ほどお話

ししましたとおり、都市計画決定の幅員はここに記載のとおり２５メートルでござ

いますが、ここの図面に記載のとおり暫定で１３メートルで築造しておるところで

ございます。

次に、八幡築港線の街路に入ってよろしゅうございますか。

森杉部会長 はいどうぞ。

都市計画課長 次は、都市計画道路八幡築港線の道路改築事業でございます。

これは県道名が仙台塩釜線でございます。図面をごらんください。位置図です。

これは、通称、皆さんには産業道路と言われております道路でございます。現在も

道路改良している区間につきましては、現道がございます。これを現道拡幅工事を

やっているところでございます。仙台港の臨海工業区域を形成する道路網の中で、

国道４５号の交通混雑を補完する重要路線ということでございまして、塩竈市・多

賀城市・仙台市を結節するための道路整備が望まれておるものでございます。

事業内容といたしましては、多賀城市の起点が大代二丁目から、終点が塩竈市牛

生町で、延長で１，３３４メートル、道路幅員で３０メートルの幹線道路でござい

ます。これにつきましては、国庫補助事業、交付金Ａの補助率で１０分の５、２分

の１でございまして、残りの２分の１は県が負担をいたしております。また、交付

金Ｂの補助率は１０分の５．５でございまして、いずれも補助裏、残りは県が負担

いたしておるところでございます。

事業採択に係る根拠法令といたしましては、都市計画法第５９条第２項の規定に

よる事業認可を得ております。

事業採択年次が平成元年でございまして、用地買収は２年度から、平成３年度か

ら工事着手をいたしておりまして、当初の完成予定年次は平成７年度でございまし

た。変更年次は、完成が平成１６年度ということに、現在事業認可の変更をとって

事業を行っております。当初の全体事業費が２８億９，０００万円、用地費が１９

億１，０００万円でございました。事業認可の変更をとりまして、全体事業費が４
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４億１，０００万円、うち用地費が２９億８，０００万円でございまして、昨年度

までの事業費が３７億５，０００万円。うち用地費が２９億４，０００万円でござ

いまして、残事業費が６億６，０００万円。うち用地費残が４，０００万円という

ことで、全体の進捗率が８５％でございます。用地買収の進捗率が９８．７％、工

事の進捗率が４８％の現況でございます。

用地につきましては、３名の地権者を除き、用地買収につきましては完了をいた

しておるところでございます。工事につきましては、平成１１年度までに南側、多

賀城市分７７０メートルが完成いたしまして供用開始いたしておるところでござい

ます。この全体の事業認可延長１，３３４メートルのうち、ただいま申し上げまし

た多賀城市分７７０メートルが既に完成し、供用開始しておりまして、塩竈市分の

工事につきましても今年度から工事着手をする予定でございます。

次のページをごらんください。

全体事業費の変更状況とその要因でございますが、土地単価の上昇及び補償方法

。 、の変更等によりまして用地補償費の増額が１１億円生じたわけでございます また

これからでございますが、軟弱地盤のため、護岸の構造変更が必要となり、そのた

めの工事費増が３億５，０００万円でございます。これは、一部貞山運河の方には

み出すところの地盤改良の関係でございます。それから照明灯を増工したことによ

りまして、交差点に照明灯をつけることによりまして７，０００万円ほど事業費増

になったものでございます。

当初計画で予定しておりました完了年次からのおくれの要因でございますが、皆

さんご存知のように非常に狭隘地に工場、店舗が既存の市街地を形成しておりまし

て、代替地を伴う移転方法や補償内容の合意に時間を要したため、事業期間が延び

たわけでございます。特に、運河との間で船舶補修業を営んでいる地権者の方にご

ざいましては、代替えの適切な候補地が見つからないために補償交渉が難航してき

たところでございます。

今後の事業の進捗見込みといたしましては、用地買収が未了の物件３件に対しま

して、これにつきましてはおおむね事業に関する合意は得られておりますが、引き

続きまして用地補償、この３件につきまして進めてまいりたい。貞山運河を一部埋

め立てることについての河川協議が済み次第、工事に着工する予定でございます。

それから事業の需要等の変化でございますが、国道４５号から本路線につながり

ます下馬東宮線の開通によりまして、本路線との交差点付近に大型のショッピング

センターが進出してきております。また、港湾の利用や国道４５号のバイパス路線

としての機能もございまして、交通需要も伸びておりまして、その整備がますます

期待されておるところでございます。

生態系、景観への影響でございますが、これは現道が２車線ございまして、それ

を４車に拡幅するものでございます。沿道も宅地として利用されていることから、

特に生態系に影響を与えることはないと、このように考えております。また、貞山

運河に関連いたしまして、沿道におきましてプレジャーボードの係留施設の整備、

あるいは公園の整備が行われております。街路の整備に当たりましても周辺の景観

に配慮いたしまして、歩道に平板ブロックを計画いたしております。

、 、地元情勢または地元の意見でございますが 当該工区から南側の仙台市側すべて

ご存知のとおりに４車線で供用されておりまして、早期の完成が望まれておるとこ

ろでございます。
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また、平成１３年３月に仙台塩釜港が特定重要港湾に指定されておるところでご

ざいます。

代替案の可能性の検討でございますが、塩竈市、多賀城市、仙台市の三つの臨海

工業地区を結節するルートの中で、本路線の整備に当たりましては、既存の主要地

方道仙台塩釜線があるため、新たにバイパスを建設するではなく、仙台塩釜線の改

築で対応するということで、このように現在、４車線化の事業を進めてきたところ

でございます。また、これも一番最初、昭和２２年６月の都市計画審議会におきま

して、この八幡築港線のルートは都市計画決定の変更がなされ、告示されておると

ころでございます。

コストの縮減等につきましても再生材を利用する等、極力事業費の縮減に努めて

おるところでございます。

それから、費用対効果の方でございますが、交通量が２万１，９３９台、計画で

は２万６，２８８台ということでございまして、走行速度が時速１０キロから３５

キロになるということでございます。

道路事業費の費用は、改築費が４４億１，０００万円、維持修理費が１億４，０

００万円、４５億５，０００万円というところでございまして、Ｂ／Ｃは１５．８

３ということが出ております。

事業スケジュールといたしましては、平成１６年度で完了する予定でございます。

平面図の後ろ側に区間１，３３４メートルのうち、既に供用開始している区間が

多賀城市側記載のとおりでございます。標準横断図も下のほうに書いてございます。

次に、同じく都市計画道路箱塚中田線の道路改築事業に入ります。

これは、県道名が仙台館腰線でございます。平面図をごらんください。これにつ

きましても、この２，６６３メートルの北側、仙台市側につきましては既に完成い

たしまして、これを真っすぐ北上いたしますと、モールの前を通る道路でございま

す。この施工地名は名取市箱塚地内でございます。本路線は、仙台市の中心部と名

取・岩沼市を最短距離で結ぶ路線でございまして、国道４号の代替え路線のような

機能も持っている路線でございます。

起点が名取市愛島笠島から終点が名取市手倉田字諏訪まで、延長で２，６６３メ

ートル、幅員が２５メートルから２７．５メートルということでございます。

国庫補助金が２分の１、残りが県が１０分の４、名取市さんが１０分の１。それ

から単独費の方は県が１０分の９、名取市さんが１０分の１で事業を進めてきてお

るところでございます。

事業採択年次は平成５年でございまして、用地買収も平成５年から、工事着手は

平成７年から着手したところでございます。

当初完成予定年次が平成９年でございましたが、変更の完成予定年次が平成１６

年度ということで、当初の全体事業費は５０億円、うち用地補償費が３３億２，０

００万円でございました。事業認可の変更をとりまして、全体事業費が６６億１，

０００万円、うち用地費が３８億５，０００万円ということで、昨年度までの事業

， 、 ， 、費が４７億７ ０００万円 うち用地補償費が３４億８ ０００万円ということで

残っております残事業費が１８億４，０００万円、うち用地費が３億５，０００万

円ということでございます。

全体の進捗率が７２．２％、用地買収の進捗率が９０．４％、工事の進捗率が２

４．２％になっておるところでございます。
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用地につきましては、一部まだ未買収の区間がございますが、事業に対する同意

は得られておるところでございます。工事は、用地買収完了区間より随時工事着手

をいたしておるところでございます。現在のところ、用地買収完了区間の載荷盛り

土及び道路拡幅の段階施工中でございまして、平成１６年度までの完成を目指して

いるところでございます。

全体事業費の変更状況ですが、当該区間におけます詳細な地質調査の結果、盛り

土工事区間におきまして地盤改良工事の必要が生じたため、工事費といたしまして

６億円の増。また軟弱地盤の処理によります橋梁下部工の見直し等によりまして３

億１，０００万円の増。それからサイフォンの工事を行うときの仮設工の施工費用

。 、としまして１億円の増 それから地盤改良が必要になりましたことによる地質調査

あるいは構造物設計、文化財調査の追加などの測量調査費の増額が２億９，０００

万円。それから交差点部に新たに右折レーンを設けるなど、計画の見直し、移転工

法の変更による用地補償費の増額が３億１，０００万円ほどになっております。

当初計画で予定しておりました完了年度からのおくれの要因といたしましては、

当該地区に営業をいたしておりました会社の施設等がありまして、そういった施設

の移転代替地の要望、あるいは一般のお住まいになっている方々につきましては、

遠くに移転したくないと。近接地を希望としていることから、その調整が難航して

きたものでございます。

また、最近、地価の下落によりまして、地権者が要望している価格と現在の地価

との差が出てまいりまして、このことがなかなかご理解いただけない要因になって

おります。

今後の事業の進捗見込みでございますが、おおむね事業につきましてはまだ用地

取得できない方々についても事業についての合意はなされているということから、

何とか年度内の解決を目指して地権者との交渉を進めていく予定でございます。最

悪の場合には土地収用法も視野に入れて進めてまいりたいと、このように考えてお

ります。

事業の需要等の変化でございますが、国道４号が混雑しておりまして、仙台市南

部からの空港へのアクセス、あるいは名取市の西部地区におきます面整備の団地開

発等、それによりまして道路の必要性が期待されているところでございます。

生態系、景観への影響でございますが、全線におきまして車道部と歩道部との間

に植樹帯を設置いたしまして、周辺の植生状況に合わせた植樹を行うことといたし

ております。

それから、先ほども申し上げましたが、当該工区から北側の仙台市側は既に４車

線で供用されておりまして、早期の当該工事の完成が望まれているところでござい

ますし、また沿線には愛島東部、あるいは愛島東部第二の団地造成が行われており

まして、現在、宅地販売が行われておりまして、早期完成の要望がなされていると

ころでございます。この路線が完成いたしますと、仙台市の中心部はもちろんのこ

と、仙台市南部からも仙台空港へのアクセスが大きく改善されるところでございま

す。

代替案の可能性の検討でございますが、仙台市の南部から名取市の中心市街地の

西側を通過いたしまして、名取市の南で国道４号に接続するルートの上にございま

す。仙台市寄りの区間は既に整備済みでございます。また、南側の国道４号への接

続は主要地方道仙台館腰線の道路改良工事が行われているところでございます。こ
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の整備済みの区間と、道路事業で整備を進めている区間とを結ぶには、名取市南部

の住宅地区の中に新たな道路をつくるよりも、現道拡幅の方がすぐれていると、こ

のように考えているところでございます。

なお、この都市計画道路につきましても昭和４１年３月の都市計画審議会におき

まして都市計画決定がなされ、告示されているところでございます。

コスト縮減の状況でございますが、軟弱地盤の改良工法の検討によりまして、載

荷盛り土を採用することといたしまして、所定の沈下量が確保された段階で、撤去

する土砂をほかの工事に流用すること等によりまして、捨て土の費用を削減したこ

， 。とによりまして約１億３ ０００万円のコストを縮減しているところでございます

路盤材、舗装材につきましても、再生材を利用して極力経費の節減に努めていると

ころでございます。

費用対効果でございますが、２万９３６台から２万５，０８６台ということで、

道路延長は変わりませんが、走行速度が時速１０キロから４０キロということにな

ります。

道路事業費の費用は、改築費が６６億１，４００万円、維持修理費が１億３，９

９０万円ということで、合計６７億５，３９０万円。Ｂ／Ｃが１７．１３というこ

とになります。

なお、事業のスケジュールといたしましては、先ほどお話ししましたとおり、平

成１６年度いっぱいでの完成を目指しているところでございます。

以上で街路事業３路線の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。

森杉部会長 ありがとうございました。

それではご質問、ご要望、ご意見をお願いします。

加藤委員 最初に教えていただきたいんですが、これは三つとも事業種別は街路事業、それ

で事業名が道路改築事業、事業主体は県と。そこまでは全部共通しているわけです

ね。それで、先ほどご説明いただきましたように、最初の玉川岩切線だけ県単事業

で、あとの二つは国庫補助事業ということになっているわけですが……

都市計画課長 国庫補助事業と単独費もつぎ込んでおります。ですから、資金のところに分けて

記載してございますが、八幡築港線につきましては補助事業及び交付金Ａ、Ｂでご

ざいますが、箱塚中田線の方につきましては主体別費用負担の内訳ということで記

載がございまして、上に補助事業と単独費と、これは両方つぎ込んでいるところで

ございます。

加藤委員 その場合に、補助事業で採択になるための要件みたいのは、これは何か基準があ

るんでしょうか。例えば総事業費とか、延長とか、あるいは二つと最初の一つで大

きく違うＢ／Ｃの値なんですが、何で補助事業になるのか、県単事業になるのか教

えていただけるとありがたいです。

都市計画課長 補助採択基準は、Ｂ／Ｃがたしか１．５以上だと思います。今回の三つの路線

ともそういったＢ／Ｃは満足いたしておりますし、それと街路事業そのものは昔区

間の短い二種改良とか、普通の街路事業とかあったんですが、昔は短い区間は二種



- 25 -

改良で補助率が２分の１で、長いのは３分の２の国庫補助事業というのがありまし

たが、今は全部２分の１補助になりまして、事業費的なもの、あるいは延長的なも

のというのもありますけれども、むやみやたらと宮城県の街路事業枠というのはな

いものですから、そういった意味からどうしても国庫補助事業でやりたくても単独

事業でやらざるを得ないような路線も出てまいります。シビアに採択基準というの

はちゃんと決まっておりますが、必要であれば、ちょっと調べてご説明申し上げま

す。

森杉部会長 調べておいていただけますか。お願いいたします。

長田委員 ３の多賀城市の浮島地内の件については、３名が未買収ということでしたが、ど

こでひっかかっているのか、また見通しはどうなのか教えてください。それから、

４番の軟弱地盤のために護岸の構造変更が必要となり、そのための工事費の増額と

いうのがありました。

、 、去年も言ったんですが 大体工事が大幅に延びて費用が大幅にふえるというのが

本当にもうパターン化しているような気がするんですが、土地を掘ってみたら思い

がけない文化財が出てきたというのは、これはやむを得ない、仕方がないなと思う

んですが、この軟弱地盤のための護岸工事なんていうのは、調査がちょっと甘いん

じゃないかなという気がするんですね。もっと前に、事前の調査でこういうのはわ

からなかったものかなという気がいたします。そのために３，５億円の工事増があ

るということですね。

それから貞山運河を一部埋め立てることについて、これは絵で見ると、ああここ

を埋め立てるんだなというのがわかりますが、結構貞山運河というのは何か一種の

文化財的な値打ちが出てまいりまして、反対はなかったのかなと。そこら辺はきち

っとしたのかなという、そこら辺を教えてください。

都市計画課長 それでは、まとめまして、後日回答させていただきます。

加藤委員 貞山運河を埋め立てる部分について、これは何か図面ででもどの程度の埋め方を

するのかをわかるような資料を出していただけるとありがたいかなと思います。あ

わせてお願いします。

都市計画課長 わかりました。

田 中 委 員 別件なんですけれども、３件に共通している、ほかにも共通する部分があると思

うんですが、その３件の中でも、いわゆる当初完成予定年度ですね、それとあと計

画変更実施年度というのがあって、場合によっては完成予定年度に見直しているの

もあるんですけれども、それは結構完成予定年度を過ぎたところでやっているのと

か、もちろん完成予定年度前にもある程度やっているような部分もあるんですけれ

ども、その辺のタイミングの目安といいますか、もちろんこちらの事業評価が結構

きつくやられるなんていうのは、もうここ最近ということもあって、その辺の事情

もあるのかもしれませんけれども、その辺の個別の事情というのは何か目安みたい

なものというのはおありなんでしょうか。いかがなんでしょう。
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都市計画課長 国庫補助事業で事業認可を取るときは、むやみやたらと長い期間取れませんで、

昔は５年間、今でも大体５年から７～８年でできる区間ということで取らせていた

だきまして、この事業は何年から何年までというふうに官報に載るわけでございま

す。しかし、これはなかなか国庫補助金がどのようにちょうだいできるかというの

は、一応その段階で事業計画書をつくるんですけれども、それをそのとおりちょう

だいできるとは限らないものですから、そのとおりにはなかなか難しいという面が

ございます。それで、そのとおりに終わらないと、また事業認可の変更をとりまし

て、官報に事業認可の期間の延長という形をとるわけでございます。

田中委員 その国から予算が必ずしも来ないという部分と、あともう一つは、さっきも長田

委員の方からちょっとお話がありましたけれども、例えば工事費が高くなるとか、

、 。 、そういう意味での変更とか 両方の側面があるんだと思うんです 特に後者の方は

一つ大きなポイントとして今までもこの委員会の中では指摘されてきた点だと思う

んですけれども、特にそちらの方をちょっとお聞きしたいと思います。

都市計画課長 地盤の方は調査不十分だったというご指摘ですけれども、確かにそういう面もあ

りますが、すべてをボーリング調査なり、土質調査をして事業を始めるものではあ

りませんし、横断図そのものは２０メートルピッチで横断図はとりますが、確かに

調査不十分な面もありますし、また先ほど先生がおっしゃったとおりにやむを得な

い部分もあるんですけれども、なかなか最初からすべて予測できないのかというこ

とになりますと、事前の調査費というのはかなりつぎ込みませんと、完全なものと

いうのは難しい面もございます。決して不十分なのを肯定しているわけではござい

ませんので……。

田中委員 もう一回。３番の、これは質問というわけでもないんですけれども、これは多賀

城の史跡の中を通っている道路と非常に大きな特徴のあるところだと思うんですけ

れども、６ページの地図とか見ていただきますと、工事区間のちょうど真ん中あた

、 。りにほとんど直行する方向に たしか何とか大路というのが通っているんですよね

多賀城の史跡の中で。それで、ことしの初めだと思うんですけれども、あそこでど

うも多賀城の政庁にアクセスするための河川だった、舟運に使っていた川が出てき

たりとか、何かそういうので自分は実際に現地見学で見に行ったんですけれども、

非常に新たな発掘とかいろいろあって、もちろん資料の中では教育庁と協議の中で

進めているというお話はあったんですけれども、遺跡の重要度というのがどの程度

なのか現時点では判断できません。私自身も余り詳しいことを知らないところもあ

るんですけれども、例えば平泉の柳の御所とか、あれなんかは柳の御所のところを

４号線のバイパスをつくろうといって、結局あれを完全にルートを替えて、北上川

の方に前出ししてものすごい工事をこれからやるというような話になってきて、あ

れは極端な例なのかもしれませんけれども、ぜひ遺跡といいますか、その辺の価値

というか、重要度というか、ぜひとも地元と協議を今後進めつつ、やっていただき

たいと考えております。

都市計画課長 わかりました。
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沼倉委員 多賀城の道路のところで、今後の事業進捗見込みで一部土地において税制上の問

題から、平成１６年に買収を予定している箇所があるんですけれども、土地税制で

平成１６年度に改正が予定されているものはちょっと覚えていないので、これはど

ういう問題なのかなというのが一つ質問です。

あと、その下にその他の土地については今年度中に解決を目指しているというこ

となんですが、これは地権者との合意が既にあるのか、ないのかということを教え

ていただきたいと思います。

都市計画課長 税制上の話は、税制改正ではなくて、私どもは年度で仕事をしておりますが、税

金の方はたしか歴年なものですから、そういったことからいきますと、どうしても

今年度中にお金を支払わないとだめだとか、そっちの方の税金上の問題でございま

して、税制改正のお話ではございません。

沼倉委員 すみません。もう一回説明をお願いします。

都市計画課長 それでは次回にまとめてご説明いたします。

岡田委員 私もわからないものですから、これは次回何か資料でわかりやすく教えてほしい

んですが、都市計画に起債をされるというか、取り上げられるということと、土木

部での道路計画、この関係で、例えば４車線で計画ができているけれども、暫定２

車線で進むんだとか、それから先ほどの費用負担の関係で都市計画に起債があった

場合には、例えば起債措置があったり、あるいは後年度交付金措置があるとか、何

かいろいろな条件が出てきそうな気がするものですから、そういう道路計画と都市

計画との関係を少しわかりやすく何かで教えていただけるようなものがあるとあり

がたいなと思いました。

事務局（櫻井）次回に具体的な説明をさせていただきたいと思うんですけれども、概念的なとこ

ろをちょっと……。いわゆる都市計画道路網というのは、ある一定のまちといいま

すか、そういった圏域を想定して、将来まちがどのような発展をするかということ

を想定した中で、都市計画道路網というのをネットしてまいります。その中で、そ

れでは県がどういう段階でその事業をやっていくかということでございますが、基

本的には県道として呼べるラインといいますか、都市計画道路の何々線というのが

ございますが、一方で道路法上の県道というのがございます。つまり、この都市計

画道路のネットの一部が県道として、簡単に言えば広域的な道路として位置づけら

れれば、それは県道としてやっていくということでございます。したがって、それ

は県道として整備する手法が、都市計画事業でやるか、一般の道路事業でやるかと

いうことでございます。

ちなみに、先ほどありましたフル４車でやるのか、半断面でやるのか、この判断

の軸でございますが、これは供用開始の時期の交通量が道路に流す水の量だと思っ

ていただければいいんですが、それが例えば４車で流す、４車相当の交通量がそこ

に流れると判断すれば、それは４車で整備をいたしますし、まだ交通量の伸びとし

てはそんなに無い場合、例えばここの玉川岩切などはそういう例でございますが、
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まだ２車線で十分だろうという判断であれば、２車線を暫定的に整備する、こうい

った判断でやっているというのが実態でございます。

岡田委員 費用負担についての関係はいかがですか。

事務局（櫻井）費用負担は、先ほどの街路事業の補助とか起債という問題かと思うんですけれど

も、一般的に言いまして街路事業、つまり補助事業といいますのは、いわゆる都市

計画事業という国の国土交通省の都市局所管事業というのがこの場合の補助の対象

事業になります。これはあくまでもやはり都市計画に沿った形で、つまり例えばこ

こが４車であれば、４車の都市計画道路として整備する場合には補助対象になる。

ということで、今回の場合はこの玉川岩切は２車線暫定でございますので、いわゆ

る県の単独事業で整備するということになります。

先ほどの起債の問題でございますが、これは県の起債という中の一つで、こうい

う県道をつくる場合には起債をかけられるというシステムがございます。臨道債と

いう県債でございますが、この場合は県道の県単独改良工事であって、起債をかけ

て事業をしているのが実態でございます。

岡田委員 もう少しわかりやすく次回……。大体はわかりました。

徳永委員 今の件で、道路財源の関係もちょっとついでに……。

事務局（櫻井）次回、道路特定財源との関係も含めて資料をつくらせていただきます。

徳 永 委 員 ちょっと細かい点なんですが、まず交通量とか、例えば４ページに出ています表

がありますけれども これは先ほどの道路とかき方が違うものですから 将来現道、 、「

を利用のとき」という意味合いがよくわからないので教えていただきたいのと、そ

のときの想定の速度、これは現道で見るととても１０キロで走っているようには見

えないんですけれども、なぜそういうふうになってきたのかとか。ここら辺は、先

ほど道路のときにも申しましたけれども、街路事業といってもほとんど道路事業み

たいなものですので、同様の資料を用意していただければありがたいなというよう

に思います。

それからもう１点ですが、景観に配慮で平板ブロックを使っているという記述が

あるんですが、これは私の個人的な好みの問題で申しわけないんですが、余り好き

じゃないものですから、これは実際に費用的な問題、要するに維持費等を含めて、

どれぐらいお金が違うものか等も含めて教えていただけるとありがたいんですが。

森杉部会長 私の方からですが、まず平成２２年の計画交通量が現在使われているんですが、

多分今後、大きな話題になってくるのは、これは過大推計ではないかという議論が

全国的に出てくると思うんです。特に、道路の５カ年計画の見直しが、スタートが

始まりますから、ことし１年間でこういう将来交通量の問題が中央でも大きな問題

になってくると思うんですね。したがって、県は県なりにこの交通量が妥当だろう

かというチェックは、今後行われていく必要があるんじゃないかと思います。そう

いうことで、ぜひ今後交通量の予測の見直しということをどんなふうに考えていく
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かということについて、ひとつ方針を検討していただきたいと思います。

それともう一つは、この三つを比較した場合に、あとの４番目、５番目のＢ／Ｃ

を見ましても、通常の街路のように４車線で１０何ぼとか、非常に効果が高くなっ

て、普通のパターンですね。しかし、一番最初の、３番目の多賀城の場合は、これ

は普通の街路にしてはＢ／Ｃが異様に低いですね。しかも、これは片側１車線でや

っているわけですね。暫定２車線でやろうとしておられますが、この問題は、少し

将来に備えているんだからということで、我慢できるかというとできると思うんで

すが、しかし、こういう交通量が将来もあるとすれば、用地買収を４車線分してお

くということ自身についても、本当にいいことかということは検討が必要ではない

かと思います。本当にいいことかということです。

今後の方針として、それをまた競売にかけるなんてことはあり得ないと思うんで

すが、反省事項としてこれはいいことかどうかというチェックをちょっと行う必要

があるのではないかと、こんなふうに思います。これは私の意見です。

ほかにございませんか。

加藤委員 先ほど田中先生からご意見がありましたように、いわゆる工事の完成予定年度が

あるわけですけれども、計画変更して、例えば平成１６年度に終わりますよと。そ

れで現在の進捗率はこれだけですよと。あと残り何年で、とてもそこにたどりつけ

そうにないという感じの地区があるわけですね。この道路事業だけではないんです

が、すべての公共事業の問題に共通するんですけれども、そのときに、完成予定年

度が１６年度と設定した場合に、現在でそうだったら予定では進捗率が何％いって

なければならなかったのか。現時点だと８０％とか９０％、そういう数字があって

それに対して現在ちょっとおくれて７２．２％ですよみたいに見えるような、そう

いう何か数値は出せないのかなという感じがするんです。

ただ、全体進捗率とか用地の買収、それの進捗率が幾らですよと言われても、今

予定している、完成予定年度に対してどれだけ遅れているのか、それは森杉先生の

方がご専門かもしれないんですが、その辺はそういう仕組みを考えるということは

無理なんでしょうか。

事務局（櫻井）先ほど田中先生から、重点評価基準の評価はどうなったというお話がございまし

た。その中の項目の一つに、当初の予定からどう遅れてきたかという項目がありま

すので、次回、この評価もあわせまして予定工程に比べてどう進捗しているかとい

うことをお見せできるかと思いますので、それをお示ししたいと思います。

森杉部会長 次回で、もちろん仕方がないんですが、できたらやっぱり僕も事前の打ち合わせ

のときに甘かったんですが、きょう出すべきでしたね。しかし、もうここまで来ま

したので、次回お願いする以外ないんですが、来年の反省事項としてぜひしょっぱ

なの段階から出してほしいと思います。

徳永先生。

徳 永 委 員 先ほどの部会長の交通量のお話ですが、一番最初に算定根拠はという話したのは

、実はそこが関係する話でして、これは一律に１．１倍と１．２倍が使われている

みたいなんですが、本当にそれでいいのかと。仮想は仮想といいますか、上部の問
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題はそれはそれであるんでしょうし、あとこういうところですとかなりバイパス的

な機能も果たすわけですから、そこをどう考えているのかということですね。そこ

ら辺を含めてちゃんと説明していただけるような資料を……。特にネットワーク効

果についてはちゃんとそういうネットワークを考えて推計するというのは大変な話

なんで、そこまで要求するつもりはないんですが、ただ数字ではないにしてもこう

いうふうな機能を担うべき道路だということで、それによって付加できるもの、あ

るいは逆に言えば４号線なり４５号の方が救われるんだということも、ここの場合

はかなりこれ自体単独でＢ／Ｃが高いので、そこまで言う必要はないのかとは思い

ますけれども、そういうこともやっぱり説明しておくべきではないのかと思います

ので、よろしくお願いします。

森杉部会長 少し検討作業が伴いますが、こういう大きな事業ですので、あるいは、僕はそう

いう観点からみると非常に効果があるのではないかと思いますので、ぜひひとつい

い事例として検討していただきたいと思います。

遠藤委員 ひとつ教えていただきたいと思います。

事業の４番ですけれども、主体別費用負担の内訳ということで交付金のＡとＢを

区別なされているんですけれども、事業目的や、あと下の文書を読ませていただき

ますと、仙台港湾の臨海工業区域を形成するということで、地域づくりの核となる

社会基盤整備という解釈もできると思うんですけれども、そうなった際にはすべて

が県費負担が１０分の４．５でいけるんじゃないかなという気がするんですが、い

かがでしょうか。

事務局（櫻井）これは、補助事業、国とのかかわり方にも結構かかわってまいります。本来、

交付金Ｂと書いてあります補助率がいいというものにつきましては、広域的な事業

で国として関わっていくべき道路ということで少し上がっております。

本来この制度を導入した段階ではそれぞれの路線にそれぞれの補助事業のお金が入

っていくのが現実であったのですけれども、やはり国の道路財源も、あるいは公共

、 。事業の諸事情もありまして 国の予算そのものが非常に少なくなってきております

地方分に入ってくる分です。したがって、一つの路線に複数の補助が入っていると

いうのが実態でございまして、その中で我々の方は組み合わせながらやっていると

いうのか、やりくりしているというのが実態でございます。本来であれば、委員お

っしゃるとおりそれぞれの路線の性格に合わせた補助というのがあってしかるべき

なのですが、現実はこうなっているということでございます。

森杉部会長 よろしゅうございますか。

それでは、都市計画街路事業を終わります。

休憩します。

４５分から再開します。

午後３時３０分 休憩

午後３時４５分 再開
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森杉部会長 審議を再開します。

あと二つあります。第１番目は、区画整理事業についてのご説明をお願いします。

都市計画課長 それでは、仙塩広域都市計画事業仙台港背後地土地区画整理事業につきましてご

説明いたします。

施工地名が仙台港背後地でございまして、７ページをお開きください。仙台港の

臨港地区に隣接しております赤い太い線で囲まれた区域がこの土地区画整理事業の

施工区域でございます。

事業目的でございますが、本地区は仙台の都心から約１０キロに位置いたしてお

りまして、特定重要港湾の仙台塩釜港に隣接いたしまして、東部道路等の高規格幹

線道路網が整備され、ＪＲの仙石線の駅も近接し、これは中野栄駅でございます。

交通拠点・交通機関と仙台国際貿易港との交通ネットワークの形成によりまして、

宮城県のみならず東北地方の国際貿易交流拠点として、また仙台都市圏の物流拠点

、工業生産拠点としての機能を持つべき地区として、その整備が望まれております。

このため、土地区画整理事業によりまして、東北地方の発展を先導し、国際化・

情報化等に対応し得る計画的な都市基盤整備を行い、２１世紀のアメニティに富ん

だ魅力あるまちづくりを行うことを目的といたしております。

本事業は、仙台国際貿易港のバックヤードとして物流機能強化及び仙台市の都市

基盤整備を行うため、事業主体は宮城県とするものの、宮城県と仙台市との共同方

式、お金もスタッフも２分の１ずつ負担をいたしまして、土地区画整理事業として

着手し、仙台都市圏の国際的流通及び交流の拠点形成を推進するということで、現

在土地区画整理事業を行っているところでございます。

事業内容といたしましては、土地利用は図面の９ページをお開きください。本地

区の土地利用はセンター地区、ピンク色に塗られております。これは３３ヘクター

ルでございますが、このセンター地区及び流通業務地区、これは向かって左側の橙

色に塗られているところでございます。それから工業地区、これは右側のブルーに

塗られているところが工業地区。それから上の方に黄色く塗られております住宅地

区の四つの地区に区分されております。

、 、地区中央部のピンクのセンター地区を中心に その周辺に流通業務地区を配置し

東部には既にあります既存の工業地と一体となった形で工業地区を、北西部には周

辺の土地区画整理事業による市街地と一体となった形で住宅地を配置いたしており

ます。センター地区には、商業を中心としたにぎわいを創出するまちづくりを推進

するということで土地区画整理事業を行っているところでございます。

この面積が２５８．５ヘクタールでございます。内訳がセンター地区３３．２ヘ

クタール、流通業務が７９．２ヘクタール、工業地区が４９．５ヘクタール、住宅

地区が１２．２ヘクタール、道路・公園等の公共用地が７７．４ヘクタール、その

他が７ヘクタールと、こういうふうになっております。

この区域内の都市計画決定されております道路が１２路線ございます。そのほか

に区画道路あるいは特殊道路もございます。それから公園が２２万２，５００平米

ほどございます。緑地が３万４，０００平米ほどございます。この土地区画整理事

業によりまして、権利者が６００人、権利者というのはここの区域内に土地をお持

ちになっている方が約６００人ございます。うち、建物移転の対象が３０８戸でご

ざいます。上水道が３５キロ、下水道が７６キロということの事業概要でございま
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す。

この土地区画整理事業の費用負担の内訳でございますが、国庫補助事業、それか

ら単独費、それから公共施設管理者負担金、これは公園でございます。それから保

留地処分金、こういう内訳になってございます。

事業採択の係る根拠法令といたしましては、都市計画法第１２条のほかに、土地

区画整理事業でございますので、土地区画整理法第３条及び第５２条が該当いたし

ます。

事業採択年次が平成２年でございまして、工事着手が平成５年度、当初完成予定

は平成１０年度でございまして、計画変更実施年度が平成１０年度、変更した完成

予定年度が平成１８年度。

当初の全体事業費が３７１億円でございました。変更全体事業費が５９２億６，

０００万円ということで、昨年度まで３７２億６，０００万円を投入いたしており

ます。残事業費が２２０億円です。

次のページをお開きください。

全体の進捗率が６２．８％でございます。建物移転の進捗率が７０％、工事の進

捗率が６２．４％。参考までに申しますと、今年度事業が終わりますと全体の進捗

率は７３％となる予定でございます。

施設の供用状況でございますが、造成完了面積は９８６区画地のうち、４９８区

画、約６４ヘクタールの造成が完了いたしております。

道路につきましては、２７．６キロのうち、約１５．２キロの供用を開始してお

るところでございます。その中には完成供用と暫定供用とございます。

それから先ほど申しましたが、建物移転、これは３０８戸のうち、１９５戸の移

転契約が完了いたしております。

それから全体事業費の変更状況でございますが、平成３年度に認可された当初事

業費は基本設計をもとに、平成２年度の単価でもって本工事費の算出を行っており

ました。

それから移転補償費につきましては、暫定換地計画に基づきまして移転対象と想

定される物件につきまして、建物の外観調査及び図上計測でもって仙台市近郊の移

転事例をもとに積算を行っておりました。

そうしたことから、変更全体事業費につきましては、地質調査及び詳細設計をも

とに、平成８年度の単価でもって修正を行い、本工事の算出を行ったところでござ

います。

移転補償費につきましては、平成６年度に仮換地が確定したことに伴いまして、

平成７年度から移転補償のための建物内部の立ち入り調査が開始されまして、本地

区の移転補償費の実績を踏まえながら移転補償費の見直しを行ったところでござい

ます。

調査設計費は、新たに道路部以外の文化財調査費についても計上いたしておりま

す。
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事業費につきましては、ここに記載した一覧表のとおりでございます。当初計画

で予定しておりました完了年次からのおくれの要因といたしましては、既存の建築

物におきまして都市計画の用途地域の設定によりまして、建築物がその用途に適合

しなくなるため、飛び換地、先ほどの図面でご説明いたしました黄色く色を塗りま

した住宅地区に大部分が移転していただくということで、その移転計画も玉突き移

、 、転となることや あるいは移転先の文化財包蔵地の調査にも時間を要することから

事業完了が延びたところでございます。

、 、今後の事業の進捗見込みにつきましては 仮換地の指定は平成１３年度末時点で

約９３％の仮換地の指定を行っているところでございます。また、土地の利活用に

おきましては賃貸及び売却を前提とした土地の共同利用の意向調査も出ておりまし

、 、 、て 平成９年度は５２％の共同利用の参加意向に対しまして １３年度は７５％と

その機運も高まってきておりまして、事業の早期完了というのが望まれているとこ

ろでございます。

事業の進捗率は、事業費ベースで平成１３年度までは先ほどの６３％でございま

すが、実施計画上の進捗率は７０％と比較するとほぼ計画どおりと言えると思いま

す。

事業をめぐる社会情勢の変化でございますが、平成１３年４月に特定重要港湾に

仙台港が昇格いたしましたし、コンテナターミナルやガントリークレーンの整備に

よりまして、コンテナ取扱量は順調に伸びておるところでございます。臨港地区内

には、ほぼ企業立地も完了いたしまして、国際経済交流施設の夢メッセみやぎ、あ

るいはアクセル等もできているところでございます。

それから、国際貿易・交流拠点としての機能の充実が図られております。高規格

幹線道路の東部道路の仙台東インターチェンジ、仙台港北インターチェンジの区間

が平成１３年８月に完成いたしまして、亘理のインターチェンジから三陸縦貫自動

車道の石巻河南インターチェンジまで開通し、交通アクセスに恵まれた地区となっ

ております。臨港地区に隣接する当該地区につきましても、国際貿易・交流拠点及

び物流・工業生産拠点としての機能を持つべきといたしまして早期完成が望まれて

おるところでございます。

事業地区内につきましても、企業立地あるいは造成の進捗が進んできているとこ

ろから、なお一層の土地の利活用を図るため、事業促進が望まれております。

それから生態系、景観への影響でございますが、現地調査の結果、固有種、稀少

種などの貴重な動物・植物は確認されませんでした。

、 、事業予定地の植生というのは 水田及び雑草群落が約５０％分布しておりまして

それらが整地化により消滅いたしますが、植生への影響は問題とはならないと。な

お、緑地の造成により、樹林地が増加いたします。これは平成２年１１月に環境影

響評価を行ったところでございます。

、 、 、土地の改変に伴いまして 水田・休耕地が消失し 動物等への影響が生じますが

供用後には公園緑地が新しく造成されることによりまして、相当程度の回復が見込

まれております。

それから公園や緑地、街路の植樹帯の整備の際には、周辺の植生状況に合わせた

植樹を行うことにいたしております。

それから、周辺の住宅地と事業地との間に緩衝緑地帯を設置することといたして

おります。
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田園景観が都市的景観に変化いたしますが、平坦地であることから、景観の変化

は少なく、供用後は秩序ある景観となる予定でございます。

地元情勢または地元の意見でございますが、換地の使用収益が得られるよう事業

早期完成が求められているところでございます。

使用収益を開始したいが、このような経済状況では企業が立地するかどうか不安

であり、県の企業あっせんを希望している。そのため、県は地権者と土地の利活用

について勉強会を現在実施しているところでございます。

流通機能を高めるため、事業区域内の仙台東部道路仙台港インターチェンジの早

期建設につきまして、仙台市議会から国会の方へ地方自治法第９９条の規定により

ます整備促進の意見書が１３年１２月１８日に出されております。

事業をめぐる各種計画、構想等は記載のとおりでございます。

次ページをお開きください。

、 、代替案の可能性の検討でございますが 事業が約６３％進捗いたしておりますし

仮換地の指定が９３％という進捗状況では、代替案は考えられないところでござい

ます。

事業の中止につきましては、ほかの事業とは違っておりまして、現在施工中の公

共施設は、施行者は土地の権原を有していないという状況になっております。その

、 、 、ため 事業を中止した場合 従前地の権利は従前のまま残存することになりまして

地区全体にわたり権利関係が現状と一致しない事態が生じます。その際、施行者は

原状回復を行わなければならず、原状回復のための費用が新たに生ずることになり

ます。また、原状回復のための地権者との合意形成は皆無に等しく、事業中止は実

質上、不可能でございます。また、土地区画整理法自体が事業の中止を予定してお

りません。

実質的に事業を中止する場合でも、形式的には現在進行中の事業を完結しなけれ

ばならないのは事実でございます。しかしながら、現況のまま権利関係の整理を行

うにいたしましても、適切な換地計画を立て、換地処分を行うことは実質不可能で

あることから、事業は完結しないということになります。

また、公共施設のほとんどが中途半端な形で残存することになりまして、事業目

的である「公共施設の整備及び良好な宅地供給、宅地の利用増進」が達成すること

ができなくなります これは実質的に土地利用の 改善 ではなく 改悪 という。 「 」 、「 」

結果をもたらしてしまうことになります。

「公共施設の整備改善」の目的を失った事業に対し、投資された補助金の返還の

可能性も出てまいります。

それでは事業の縮小についてはどうかということになりますと、現在の事業の進

行というのは、工区分けをして行っているわけではなく、施工地区全面にわたって

行われておりまして、面的な縮小はできない状況になっております。また、事業を

縮小することは、現在着工の工事を最低限もしくは若干進行した範囲で完結させる

ことが必要でございまして、事業を中止することとほぼ同意義でございます。した

がいまして、中止の場合と同様の問題が生じます。

事業の休止につきましては、事業の休止期間中は従前地を使用収益していたなら

ば受けていたであろう利益を損失補償といたしまして地権者の方々に補償し続ける

必要がございます。また、現況と権利関係が一致しない期間が長くなれば、地権者

の資産運用にも制限を加えることになり、地権者の理解を得ることは難しくなり、
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休止も不可能でございます。

コスト縮減の状況でございますが、街路と同じように歩道舗装を平板ブロック舗

装から排水性舗装に見直しを行ったところでございます。

それから極力、長尺物の二次製品の採用、それから再生材の使用、それから造成

基盤の高さを見直しまして高さを少し低くいたしまして、造成土量の削減に努めて

おるところでございます。

また、購入土量を削減するため、積極的にほかの事業からの流用というものを考

えているところでございます。

次ページの便益計算の方でございます。

便益計算は、道路とはちょっと計算、考え方が違うございまして、土地区画整理

事業が行われた場合と、行われなかった場合の地価の差を地代に振り替えて便益と

して算出するというふうに、ちょっとほかの事業とは違った便益計算になってござ

います。計算した結果、１．１９というＢ／Ｃになってございます。

なお、スケジュールにつきましては６ページに記載のとおりでございます。

以上でございます。

森杉部会長 ありがとうございました。大変わかりにくいと思うんですが、この事業は普通の

公共事業とちょっと変わっていますので、しかし、あえてとにかくどんどん質問を

お願いいたします。

加藤委員 教えていただきたいんですが、主体別費用負担の内訳で、こういうケース、こう

いうケースという説明があるんですけれども、そのケース別の全体事業費のうち、

この部分は何億円とか、全体の何％とかという数値、これは出るんでしょうか。

都市計画課長 現時点で押さえております。

加藤委員 そうですか。そういうのもここのところに入れていただけると少しわかりやすい。

都市計画課長 わかりました。

加藤委員 それから細かいことで 「生態系、景観への影響」という表現のところで、事業、

予定地区の 植生は という用語を使って その後に 水田及び雑草群落 雑草群「 」 、 「 」、

、「 」 「 」落というのは植生でわかるような感じがするんですが 植生は という後で 水田

という表現というのは、水田というと土地利用とか、そういう表現になると思うの

で、何か表現を少し変えていただければと思います。

森杉部会長 沼倉先生どうぞ。

沼 倉 委 員 この委員会でどういうスタンスで意見をまとめていくのかという、その方向性な

んですけれども、例えばこの事業を今から始めるとしたらどういうことを考えるか

という評価をすべきなのか、先ほどのお話のように、今中止はもうほとんど不可能

というようなご説明の中で、この委員会でどういう意見が言えるんだろうと。そう

いう状態に陥ったら諮問されてもなにも言えませんという話のものなのか、全く今
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からコストの状況を見て、今始めようとしたら、これはやるべきかどうかというよ

うなスタンスでの意見でいいのか、この案件を検討する方向というのはどう考えて

いいのかの意見をちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども。

森杉部会長 いかがですか。私は、この区画整理事業というのは、とにかくやめるわけにはい

。 。 、 。かなんですよね これは法律的に不可能ですよね 一たん約束した 契約した以上

やめられないですよね。問題なのは、だから継続しかないんですね。ただ、反省事

項はいろいろとあるかもしれないです。今後のために十分反省しておくと。例えば

こういう、非常に土地が売れるんではないかという展望のもとに、リスキーな事業

、 。を始めたことに対する反省事項とか こういうことは言えるのかもわかりませんね

もう少しこれが規模を縮小したり、あるいはもうちょっと港に近いような形での特

定の用途の仕方だったら違ったかもわかりませんね。そういう反省事業ですかね。

今からどうすればいいかということも、そこまではできると思うんですよ。あと、

問題点は、今後この事業を続けていかなければならないんですけれども、じゃあど

んな方向がやれるというと、サジェスチョンができるかというと、はっきり言うと

これもできそうもないんですね。ほとんどないんですよ。もう手がない。恐らく、

これは借金がありますから、県も市も借金をずっと抱えっ放しになっているわけで

すね。この不良債権はいつか処理せねばならんという状況が、多分将来来る可能性

があると思うんですね。僕の予想はそういうところではないかと、こんなふうに思

っているんですけれども。これは勝手な推測です。

県の方、どうぞ。

事務局（櫻井）この事業は、昭和の時代から構想がございまして、平成２年から事業着手してお

ります。この事業そのものは土地を売って、それを原資に充てて事業に当たるもの

です。もっとも、当時は土地が下落するということは想像だにしておりませんでし

たし、もともとこの計画の事業をやるといった意味合いは、仙台港の背後地である

あの土地をいかに利活用して、そして活発化させるかということであり、そして仙

台港のポテンシャルを上げるという大命題の中で、県と市が、ある意味、だからこ

そ県がやってきたわけです。従いまして、この委員会でいろいろご指摘いただきな

がら、先ほど先生がおっしゃったとおり、今後の反省の糧といいますか、今後の戦

略といいますか、そういったところの中でいろいろな広い見地からご意見をいただ

ければと思っているところでございます。

行政評価室長 制度面の、事務局として、今の沼倉先生の質問にお答えしたいんですが、いわゆ

る最初に参考資料１のフローでちょっとご説明いたしましたが、この事業をやるの

に県がやっていたわけなんですが、それを１０年なり５年この時期が来たときに、

自己評価します。自分で評価します。そしてそれを決定するんですが、その間に公

共事業の評価部会という、いわゆる外の意見を取り入れて自己評価します。ですか

、 、 。 、 、ら 今説明している調書 これは県が自己評価した調書です そこで この調書で

手前勝手に評価していないかどうかとか、そういうものを今見ていただいておりま

す。そこで、これをやめるかどうか、というよりもむしろ県が評価したものが適切

だったのかどうかということを答申していただく。その先生方のご意見なり答申を

もとに、それも含めて最後に評価書というものができ上がるというシステムでござ
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います。

沼 倉 委 員 それはわかりました。

徳 永 委 員 これも私の不勉強で教えていただきたいというか、そもそも区画整理事業という

概念的なもので考えれば、そういう土地を売ることによってできるもので事業をや

っていけるよと。言ってみればＰＦＩといいますか、そういう民間活力主導で本来

できるはずのものではないかというふうな感じがするわけです。それに対して、な

ぜこれだけ県費をつぎ込まないといけないのかというところが非常にわかりにくい

と思うんです。ですから、そういうことについて、そもそもこの制度自体はどうい

うふうなものになっているのかとか、そこもちょっとご説明していただけるといい

のかなというのが、ちょっと希望としてあります。

それから、この事業が何をもって事業完了というのかというところも、県側の事

業としてはそれでいいということかもしれませんが、その後のことを考えると、果

たして区画整理が終わればそれでいいんだというスタンスで本当にいいんだろう

か。それまで考えると、果たして本当に県の事業として完了させることが前提だと

いうことだけで議論していいのかなというのもちょっと疑問に思う部分もあるわけ

ですよ。

事務局（櫻井）仕組みにつきましては、確かに権利変換業務という非常に特異なところで、人の

土地を動かしてやっておりますので、そこにいわゆる減歩と言われている、人の土

地を削ってこの事業が進んでいるということがございます。今度は現地調査会のと

きに、現地を見ていただく機会があるんですが、そこに現場事務所もございます。

その中で、区画整理のしくみを含めてご説明させていただければというふうに思っ

ております。

それから２点目の、いわゆる県の事業が終わってそれでいいのかという質問、確

かにそのとおりでございまして、この事業はあくまで基盤整備をつくって終わりと

いうことではなくて、目的はこの背後地の土地を活発化するといいますか、まちづ

くりでいわゆるビルドアップといいますか、そういったにぎわいのある土地をつく

るというのが最終目的でございます。今我々が考えております方策で土地の利活用

が可能になるかとか、そういったところも実は県庁内で検討してございます。これ

は事業の外ということになりますが、地権者の皆様とどういう形でここの土地の活

用を考えているかということも含めて、現地の方でご説明させていただければと思

っております。

森杉部会長 今の徳永先生のご質問はものすごくクリティカルで、ここで言う事業とは何です

かという質問なんですね。事業とは何ですかというと、この調書の１ページに事業

内容とありますね。道路をつくることとか、整地することだと、こういうふうにな

っていますね。これが県から見たときの事業なわけですね。このときの事業として

は、事業費を県費でやっていると。ただし、このときの土地は地権者の方から減歩

。 。で出していただいていますよと これは土地区画整理事業となっているわけですね

そんな格好になっていますから、事業としての完成はこの整備が行われれば一応終

わることになる、こういうことですね。そう考えていいんですね。
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事務局（櫻井）そのとおりです。

岡 田 委 員 先ほどのご説明ですと、要するに当初の計画から自己評価した姿としてきょう出

していただいているということですね。そうですと、例えばこの１ページの事業内

容ですが、例えば土地利用はセンター地区、流通業務地区、工業地区、住宅地区、

平成２年の段階ではこういう言葉、ないしはこういうイメージといいましょうか、

シミュレーツしたものというのはそれなりなのかなと思うんですが、現状で、要す

るに１０年間たって考えた事業の内容として、土地の利用をこういう言葉で当ては

めた、これが自己評価の姿かなというふうに思うと、はてなという感じが、ちょっ

と正直なところいたします。

流通業務地区というのは、内容的には変更があるのかもしれませんし、いろいろ

なことが考えられておられると思いますが、やはり今日的には端的にＩＴであった

り環境であったり、アメニティであったり、健康であったりとか、やはり同じくウ

ォーターフロントをやるにしても、私はこれが本当に自己評価した姿かなというの

をちょっとはてなという感じが正直なところいたします。

そういう意味では、地権者を含めてこの土地利用を今日的に考えておられるとす

、 、 。れば 私は機械に弱いんですけれども 今いろいろシミュレーションできますよね

こういう姿になるとか、この通りはこういうふうにしてみんなで少し今までとは違

ったまちづくりをしたいんだとか、こういう姿として出していただかないと、これ

だけの投資に対するこれから先のデフレだったり、さらに続くであろう日本の経済

の難しい局面を含めて本当に説得力があるかなという感じは正直のところいたしま

す。

具体的に何をどういうふうに提案しているかというと、内容としてこのコンセプ

トで本当に評価した姿だろうかということと、その上でシミュレーションして、こ

ういうまちづくりになるんだということが出していただけるものかどうか。

事務局（櫻井）確かに非常に難しいご質問だと思います。

実は、この全域のまちづくりをどうするかという議論、これも確かにございます

が、今の岡田先生のご質問に答えるとすると、この中のピンクの部分のセンター地

区については、具体的な絵まではかけませんが、どういう機能、例えばどういう形

でこのまちづくりをしていくか、そういったものを実は今県の中で、市も含めて議

論しております。もちろん、これは地元も含めてということになりますが、そうい

ったところで、まずは今正直なところピンクのところからどうやっていくかという

ところを、地元等に入りながらやり始まったというのが現実でございます。

もちろん、それはその周りについても今後、これは先ほども申したとおり基盤整

備をやって終わりの事業、ある意味終わりの事業ではないわけですので、地元の方

々との土地利用についても含めて進めていきたいと思っております。次回、センタ

ー地区について、どういうことを今考えているかということをお示しできれば、一

部にはなりますがお答えすることになるのかなと感じました。

森杉部会長 あと、この問題は市も恐らく再評価をやるわけでしょう。
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事 務 局 これは、法律上は宮城県施行でございます。法律的には県と市の関係は、市は県

に対して金額と人を出すという、ある意味従的なところになります。このため仙台

市の再評価にはかかりません。この事業は宮城県だけが再評価としてご審議いただ

くということになります。

森杉部会長 わかりました。

きょうのところはよくわからないけれども、もうこの辺で終わりますか。正直な

ところわからないですね。仕組みとか現実とか、しつこく何時間か聞かないと、正

直なところ、これはわからないですね。僕はそう思うんですね。土地の状況と今後

、 、 、の展望とか 売れるのかどうなのかとか そういうことは全部要るんじゃないかな

恐らく。

遠藤委員 ２ページ目の施設の供用状況ですけれども、これは全体３０８戸のうち、１９５

戸の移転契約というのは、これはすべて住宅地、それぞれ個人世帯の建物を意味し

ているんでしょうか。そしてそれに関連して、造成完了面積が６４ヘクタールの造

成地が完了しているということで、前々からあった工場とか、例えば流通機構を持

ち合わせた企業というのが、もうその完成された造成地に入られているんでしょう

か、その辺をお聞きしたいと思います。

事務局（櫻井）具体的な住宅の種別につきましては、後ほど資料をご提出させていただきたいと

思います。イメージ的には既存の集落の住宅を動かしているというイメージでござ

います。９ページにありますように、こういうふうな形で土地利用の、言葉として

は純化と言っていますけれども、それぞれの土地利用に合った形で用地を設定して

ございますので、ここにあった、いわゆる一般の住家の方々を黄色の方に移転して

いただくというのが大きな移転としての業務でございます。先ほども申しました、

その中にも当然業務的なところはございます。若干含まれております。それから今

入っている業務系の、新たに建ったところの建物につきましては後日ご説明をさせ

ていただきたいと思います。

遠藤委員 それと、センター地区には商業を中心としたにぎわいを創出するまちづくりとい

うことで表現になっているんですけれども、この地図の上の方にはすぐ多賀城ジャ

スコがあろうかと思います。そしてあと、右上の方にも塩竈市として形成になって

いると思うんですけれども、その中にフェリーの発着場なりで観光客等々が出入り

はしようとか思うんですけれども、このスペースの果たして商業を重要視された地

域づくりというのは可能なのかと若干不安視される面があります。その辺をお聞き

したいと思います。

事務局（櫻井）具体的に次回この中で、センター地区についての今描いている土地利用について

ご説明させていただきたいと思います。確かに、民間の活力を得た中でのにぎわい

、 、 、ということを想定していることも これまた事実でございますし ただその中でも

既存の港との連携とか、いわゆる公的な、我々が公金を支出してつくっているセン

ター地区といいいますか、そのすべてがそうなっているので、この地域あるいは港

湾、あるいは全体に必要な施設というものを想定してございます。それの中で民間
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側とどれだけ手と手を携えていけるかということでの土地の計画ということになっ

ておりまして、具体的な作業は今後、これは公募なり、プロポーザルなり、もう少

。 、し具体的に民間の方々と詰めていく作業が出てくるだろうと思っております ただ

これはあくまで、地元あるいは官側の考え方であり、民間側の実際に来られる方々

、 。との調整というのはこれからの話ですので その中で決めていくと考えております

遠藤委員 よろしいですか。そのときに民間から入ってこない可能性もありますよ。けんけ

んがくがく、このセンター地区を開発するのにということで、民間を交えてけんけ

んがくがくの議論になればそれにこしたことはないんですけれども、その議論の場

に民間が入ってこない可能性は思いませんでしょうか。

事務局（櫻井）リスクとしましては、公募した中でだれも来なかったというリスクは当然心配は

されるところでございますが、現段階では何がしかの形で民間の方々がご参画でき

得る条件もまた整える必要があると思っております。

森杉部会長 よろしゅうございますか。今のは県も回答することができないような状況で回答

しているような気もしますけれども。当面質問としてはこういうところにきょうの

ところはおいておきまして、再度現地で詳しくお話を聞いて、まずは現実を知ると

いう方向を目指してみたいと思います。

よろしいですか。この件は一応終わりにします。

最後の案件をお願いいたします。

下水道課長 下水道課の岩渕と申します。よろしくお願いいたします。

迫川流域下水道事業についてご説明申し上げます。

施工地は、登米郡石越町でございます。実は、栗原郡の６町と登米郡の１町、７

町の関連公共下水道ということでございます。事業目的につきましては、地域住民

の生活環境の改善、あるいは公共用水域の保全を図るというものが大きな目的とな

ってございます。

事業内容でございますが、ここに書いてございますが、主要施設、特に処理場あ

るいは幹線管渠、ポンプ場は県が整備して、面的な管渠網の整備は関連７町で行う

。 ， 、 ，下水道でございます 処理面積が約３ ０００ヘクタールほど 処理人口が６万５

０００人、処理汚水量が３万８，０００立米余りということ。それと幹線管渠の延

長が５５キロ余りございます。ポンプ場１０カ所でございます。かぎ括弧のところ

が事業認可をいただいている数字でございます。

次に、費用負担の内訳でございますが、一般的に国費が２分の１、それと県と関

連７町で残りを２５％ずつ持つというふうなことになります。一部は、３分の２が

国費で、残りの２分の１ずつが県と町費になっているところもございます。

事業採択に係る根拠法令でございますが、下水道法、下水道整備緊急措置法、都

市計画法によってございます。

、 ．事業の進捗状況でございますが 全体の進捗率といたしましては事業費別で５９

４でございます。用地買収進捗率が１００％、工事進捗率といたしまして事業費別

で５９％となってございます。工事用地補償等の進捗状況、これは用地は買収済み

でございますけれども、幹線管渠は、平成１４年で一応７町全部供用するという計
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画でございます。１５年度は栗駒町の上流間までというふうなことでの計画でござ

います。

平成１２年４月に既に供用してございまして２年ほどたってございます。１３年

度末の普及率が１３．８％になってございます。施設の供用状況でございますが、

記載のとおりでございます。

それと全体事業費の変更状況とその要因でございます。全体事業費は、当初費用

関数から算出された単価で行ったところでございますが、その工事実績と見直しと

いうこと、あるいは圧送方式を自然流下方式にしたこと、それによりまして沈砂池

やポンプ等が増設になりました。あるいは阪神・淡路大震災の経験から、すべての

県の施設については耐震構造というものが求められまして、耐震構造等に変更して

増額したところでございます。そのほかには軟弱地盤対応というふうな、これは耐

震構造なんかにも影響するわけでございますけれども、そういったことで増額とな

ってございます。

次に２ページでございます。

当初計画で予定していた完了年度からのおくれの要因等でございますが、現在完

了年度は平成２２年でございますけれども、この見直しは行ってございません。た

だ、認可上では流下方式の変更等によりまして、また地震対策も含めまして設計の

見直しをやったということで完了予定年度がおくれぎみになっております。

今後の事業の進捗見込みでございますが、１４年度で一応７町に全部届きます。

それでちょっとここでご訂正いただきたいんですが、ただし書きのところで「県

」 。の財政状況の悪化のため というふうなところを削除していただければと思います

申しわけありません。

事業をめぐる社会情勢の変化でございますが、事業の需要等の変化、下水道は先

ほども申し上げましたように生活環境の改善、公共用水域の水質保全というふうな

ことで行っているわけでございますが、私どもの方では関連市町村の、関連町でご

ざいますけれども、町の面的整備というふうなものに合わせて、処理施設を、ある

いはポンプ場の施設を増設するということで、過大投資は避けているところでござ

います。

生態系、景観への影響でございます。この流域は、ラムサール条約の指定登録さ

れている伊豆沼・内沼を抱えているということで、近年、水質汚濁が進んでいると

いうことで、水環境というふうな影響が憂慮されていますけれども、下水道整備に

よりまして汚濁負荷量の削減が見込まれるというふうなことから、当流域下水道の

進捗に対する関心と期待は大きいということでございます。

伊豆沼には、荒川と照越川というふうな、特に築館町の汚水というものが入って

ございまして、その整備がなされると約９割ぐらいはカットできるというふうに考

えてございます。

地元の情勢または地元の意見でございます。現在、供用開始間もないんでござい

ますけれども、各町との住民の方々の意識は相当高くなってございまして、早期の

整備促進というふうなことの声が高くなってございます。

事業をめぐる各種計画、構想等でございますが、下水道そのものと流域関連の公

共下水道でございますけれども、私どもの方で平成７年に策定しました宮城県下水

道整備基本構想の中で位置づけておりますし、また全体計画は上位計画である北上

川流域別下水道整備計画というふうな中で位置づけているところでございます。
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代替案の可能性の検討でございます。代替案といたしましては、まず個別処理と

集合処理ということで、考えてきたところでございます。集合処理で経済的なとこ

ろは公共下水道やあるいは農業集落処理というものもあるわけでございますけれど

も、そういったものの集合処理も考えて、管渠になっているところが合併処理浄化

槽というものの考えでまいっております。

次に、流域下水道と単独公共下水道についてでございますけれども、流域下水道

、 、 。のメリットは スケールメリットということで 単独より有利になってございます

それと、一気に進むといいますか、広範に整備がされるという中で、非常に効果も

早いし、あるいは処理場が１カ所で済むということで、そういった維持管理という

もののコストも軽減されます。そういった面からスケールメリットで有利になると

いうことでございます。

また、コスト縮減の状況でございますが、コスト縮減につきましては、初期流入

水量というものは少ないわけでございまして、その少ない流入水量に合わせた施設

整備というようなことを行ってございます。ポンプ場なんかは暫定ポンプでやると

か、あるいは処理施設そのものは系列をやはり分割してつくってございます。です

から、面的整備というものに合わせた処理水量を、流入水量を勘案しまして処理場

をつくっているところでございます。そのほか、施工なんかでは、圧送管の間を長

くとったりして土被りを少なくする。あるいはマンホールの間隔をある程度あける

ということで工事費の軽減を図っているところでございます。

３ページに入っていただきます。

費用対効果分析でございますけれども、下水道効果といたしましては非市場材で

ある環境的価値の向上が相当部分含まれているということで 「ヘドニック価格法」、

を参考にしてございます。これは、平成１２年に北上川下流流域下水道と同じ手法

でございますけれども、そういったことでＢ／Ｃというもので分析をしたところで

ございます。その結果、１．０２ということになってございます。

対応方針といたしましては、事業継続を考えております。

以上で説明を終わります。

森杉部会長 ありがとうございました。

それでは、ご質問、ご意見をお願いいたします。どうぞ。

徳 永 委 員 まず、この流域関係の図なんですが、５ページで見るとあまり伊豆沼・長沼に関

係ないように見えるんですが、これは図のつくり方が悪いのか、そういうことがま

ず１点です。

それから代替案のところで、個別処理と集合処理について比較されていますが、

これは結果的に両方がまざっているという理解でよろしいんですか。それともすべ

て集合処理をとったということなんでしょうか。そこら辺がちょっとよくわからな

かったのでお願いします。

下水道課長 第１点目の伊豆沼の関係でございますけれども、ちょっとこの図面ではわかりに

くいんでございますけれども、築館インターがございますが、いわゆる左岸側の右

岸幹線というものがございまして、そのインターを超えたところまで伊豆沼の流域

になってございます。この黒い幹線の状態の中で、ちょうど行政界、上を黒い、幹
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線のところですけれども、新幹線の側に来たところを行政界ぐらいを流域界にした

もので、伊豆沼に入るような流域になってございます。築館の緑で囲まれている区

域の半分ぐらいは伊豆沼に入るということになってございます。

それと、２番目の集合処理と個別処理でございますけれども、これらにつきまし

ては当然ながら町の地勢とか、地理的な条件を全部勘案した中で集合、個別という

ふうなものを考えてございまして、特に流域下水道につきましては単独公共でやっ

た場合は、上水の取水点が各町ごとにあるということで、それを流域で結ぶという

ふうな姿の方がより効果的であるという中で、流域を選んでいるというところもご

ざいます。先ほどのスケールメリットだけではなく、そういうふうな上水の取水と

いうふうなものを回避するということからも流域下水道にしたということもござい

ます。以上でございます。

徳 永 委 員 ですから、結果として個別が残っているのかどうかということなんですけれども

、要するにすべてを流域でカバーしようとしてネットワークを広げていくというこ

とは、やはりかなり無理が出てくる部分もあるはずですから、そこら辺はちゃんと

使い分けをされているのかどうかということをちょっとお聞きしたかったのが１点

、 、 、 。と それからもう一つ 忘れていたんですが 農業関係の方はどうなっているのか

そちらの関係をちょっと教えていただければと。

下水道課長 大体の流域下水道は、すべての流域でくくるんじゃないかというようなお話でご

ざいますけれども、現在、平成７年につくった当時の基本計画というものは、ある

程度流域でくくるというふうなところが面的なもので広がりがございました。昨今

の町村の財政状況は非常に厳しいということもございまして、各町ともさらに見直

しをやって、集合でやるというふうな区域についてもう一度財政当局と一緒になっ

て見直しをやってございます。それで、平成１４年度に見直しの構想を策定すると

いうことにしてございます。

さらに、農業集落排水関係でございますけれども、これらも町の意向を通してそ

の補助制度の見合い、あるいは財政の状態というふうものを見合いをしながら農集

でやる区域というふうなものを現在にらんでいるところでございます。

森杉部会長 徳永先生の質問は、違いまして、二つあるんですね。まずは、各市町村ごとに個

別処理と流域処理の区分がどうなっているかということが第１番目ですね。

第２番目に、流域処分を対象とした区域に関しては、それぞれの市町村における

個別処理場をつくっていますかという質問だと思うんです。これはつくっていない

ですね。もちろん一括処理ですね。一番右下の方に石越浄化センターというのがあ

りますから、ここだけの処理場と考えていいですね。

徳 永 委 員 そういう大きな処理ではなくて、家庭ごとにというような処理ですけれども、私

が想定していたのは。

下水道課長 すみません。この線でくくった、区域でくくった中に残るかどうかというふうな

ご質問でございますか。それは１００％汚水処理ということを考えてございますの

で、どれかに入ることになります。
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行政区域内の汚水処理といいますか、下水処理というものは１００％考えてござ

いますので、そういった残るというようなことはございません。

加藤委員 この地帯には、先ほど説明がありましたように、ある部分は農業集落排水事業と

かでやっているところもあると思うんですね。それで、今回この事業をやった場合

に、やる前とこれが終わったときに各市町村ごとに、俗に言う下水道整備率（普及

率）はどの程度成果が上がるのか、その辺もちょっと教えていただけると我々もわ

かりやすいんですが。これだけ網をかけて事業をやりまして、整備率が全然、数値

的にはこの資料だけでは見えないんですね。

下水道課長 次回調べまして資料をお上げします。

沼倉委員 徳永先生の質問についても、聞いていてもちょっと理解できなくて申しわけない

んでけれども、次回もう一度説明をお願いいたします。

あと、質問なんですけれども、全体事業費がアップした原因の一つ、アップした

のをもう少し細目に分けて、先ほどの土地区画のような形でもうちょっと細目に分

けてご説明していただきたいなというのがございます。

それと、処理区域面積は２倍に拡大したというのは、どのような事業なのかとい

う、これについてもご説明を、次回で結構ですのでお願いしたいと思います。

下水道課長 では次回にご説明申し上げます。

森杉部会長 ほかにどうぞ。

遠藤委員 処理人口ということで、６万５，０００人が対象という数字が載っていますけれ

ども、７町の人口から追った場合には大分少ない人口かと思います。それで、幹線

管渠ができて、それ以降に７町で独自の枝線をつくった際に、現在、石越町に１カ

所ある終末処理場、そこだけの能力でこなせるんでしょうか。それとも、先ほど徳

永先生からもお話が出ていますけれども、各町でまた個別の処理場をつくられるの

か、その辺をお聞きしたいと思います。

下水道課長 行政人口は、実は７万６，４００人程いるわけでございますけれども、そのうち

６万５，０００人という考えでおります。ですから、７万６，０００から６万５，

０００を引いた人数といいますか、そういった方々の汚水処理につきましては、農

業集落排水なり、あるいは個別の合併処理浄化槽というふうなものになるわけでご

ざいます。

また、そういうふうなことでございますので、農業集落排水の処理場は若干この

流域下水道のほかには出てくるということでございます。

遠藤委員 その辺の問題は各町も独自、我が町のということで、例えば７町で計画上にのっ

かっているんでしょうか。

下水道課長 先ほど申し上げましたように、下水道整備基本構想がございまして、その中です
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べて１００％下水道といいますか、汚水処理をやろうというふうなことの考えなん

ですが、当初つくったものと比べて現下の経済情勢等が変わってきてございますの

で、それを見直してさらに合理的で財政負担のない計画にしたいと、こういうふう

に考えてございます。

森杉部会長 よろしゅうございますか。どうぞ。

沼 倉 委 員 Ｂ／Ｃが１．０２ですので、この１．０２というものに対して事業継続する理由

も再度まとめていただきたいというのと、先ほどの都市計画、前と一緒なんですけ

れども、仮にこれが撤廃が可能なのか、だめなのかというような、もし中止となっ

た場合、どのような影響があるのかということについてもインフォメーションとし

てまとめていただきたいと思います。

下水道課長 そのようにまとめさせていただきます。

森杉部会長 私も今の沼倉委員のおっしゃるようなことから、この流域下水道に関しては全国

的にも大きな問題になっていると思うんですよ。正直なところ、やっぱり人口密度

が余りないと、この下水道整備というのは大変コストがかかり過ぎまして、相対的

に便益は少ないんですよ。ですから、この流域整備を制度で一応やってきたんです

けれども、やっぱりもう少しほかの手段がないだろうかということは、こういうと

きにひとつ検討しておくことは、将来のために、将来の教訓になるのではないかと

思うんです。そういう形でぜひ、ここでは代替案としてはこれしかないんだという

言い方に書いてあるように見えますけれども、必ずしもそうでもないような感じが

しますね。そういう意味において、ほかにどういう手があり得るんだろうかという

ことは、こういうところで少し検討していただきまして、これは余り大っぴらに公

表できるかわかりませんけれども、しかしぜひ作業的にいいチャンスですので、検

討することを検討していただくといいのかなと思うんです。

恐らく、ここでの結論もやっぱり今後の方策として再検討すべき時期にあるとい

う形のコメントがつく可能性があるんですね。そういうこともありますので、ひと

つ作業的に見て、ほかの方式はあり得ないかという検討をできればお願いしたいん

ですけれども。

下水道課長 了解いたしました。

森杉部会長 長時間にわたっておりますが、そろそろ終わりにしたいと思いますが、よろしゅ

うございますか。

それではここで審議を終わらせていただきます。

大幅な時間延長で申しわけございません。いつものことで反省申し上げますが、

これで。

事務局の方で何か事務連絡はございますか。

司 会 それでは、現地調査が今後予定されているんですけれども、参考資料２の２ペー

ジと３ページをお開き願いたいと思います。
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７月８日、午後に名取市から始まりまして多賀城市、予定としましては午前１０

時県庁発で、帰りが午後３時４５分ということで考えております。

次に、３ページ目ですけれども、７月１６日、これは仙北地方を回ります。県庁

１０時発で、３時５０分ころ仙台港に着くという形でおります。なお、仙台港の背

後地等の関係で、参加の委員の方もいらっしゃいますので、その方については背後

地を見てもらうという形にします。

なお、詳細につきましては委員の皆様方に別途またご案内を申し上げるというふ

うにしたいと思います。

以上でございます。

森杉部会長 ありがとうございました。

それではこれをもって本日の部会を終了いたします。

ご協力ありがとうございました。

司 会 どうもありがとうございました。

宮城県行政評価委員会公共事業評価部会

議事録署名委員 印遠 藤 勝 彦

議事録署名委員 印岡 田 秀 二


